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国立環境研究所 第 6期中長期目標（案） 

第 6期中長期目標 骨子案 第 6期中長期目標 案 備考 

第１ 政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション）  第１ 政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション）  

１．法人の使命  

国立研究開発法人国立環境研究所（以下「国環研」という。）は、我が国の環境科学における中核的研究機関

であり、その活動は、国の環境政策への科学的、技術的基盤を提供するとともに、環境基本法（平成5年法律第

91号）第30条において国が環境の保全に関する科学技術の振興のために講ずべきとされる「研究開発の推進及び

成果の普及、研究者の養成」等について、環境研究・技術開発の面から、大きく貢献してきた。  

国環研は、国立研究開発法人国立環境研究所法（平成11年法律第216号。以下「国環研法」という。）第3条に

基づき、「地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全（良好な環境の創出を含

む。以下「環境の保全」という。）に関する調査及び研究を行うことにより、環境の保全に関する科学的知見を

得、及び環境の保全に関する知識の普及を図ること」を目的として、国環研法第11条に基づく次の業務を行うこ

ととされている。  

１．法人の使命  

国立研究開発法人国立環境研究所（以下「国環研」という。）は、我が国の環境科学における中核的研究機関

であり、その活動は、国の環境政策への科学的、技術的基盤を提供するとともに、環境基本法（平成5年法律第

91号）第30条において国が環境の保全に関する科学技術の振興のために講ずべきとされる「研究開発の推進及び

成果の普及、研究者の養成」等について、環境研究・技術開発の面から、大きく貢献してきた。  

国環研は、国立研究開発法人国立環境研究所法（平成11年法律第216号。以下「国環研法」という。）第3条に

基づき、「地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全（良好な環境の創出を含

む。以下「環境の保全」という。）に関する調査及び研究を行うことにより、環境の保全に関する科学的知見を

得、及び環境の保全に関する知識の普及を図ること」を目的として、国環研法第11条に基づく次の業務を行うこ

ととされている。  

 

① 環境の状況の把握に関する研究、人の活動が環境に及ぼす影響に関する研究、人の活動による環境の変化

が人の健康に及ぼす影響に関する研究、環境への負荷を低減するための方策に関する研究その他環境の保全

に関する調査及び研究（国環研法第11条第1項第1号。以下「環境研究に関する業務」という。）。 

① 環境の状況の把握に関する研究、人の活動が環境に及ぼす影響に関する研究、人の活動による環境の変化

が人の健康に及ぼす影響に関する研究、環境への負荷を低減するための方策に関する研究その他環境の保全

に関する調査及び研究（国環研法第11条第1項第1号。以下「環境研究に関する業務」という。）。  

 

② 環境の保全に関する国内及び国外の情報の収集、整理及び提供（国環研法第11条第1項第2号。以下「環境

情報の収集、整理及び提供に関する業務」という。）。  

② 環境の保全に関する国内及び国外の情報の収集、整理及び提供（国環研法第11条第1項第2号。以下「環境

情報の収集、整理及び提供に関する業務」という。）。  

 

③ 気候変動適応法（平成 30 年法律第 50 号。以下「適応法」という。）第 11 条第 1 項に関する業務（国環研

法第 11 条第 2 項。以下「気候変動適応に関する業務」という。）。 

③ 気候変動適応法（平成30年法律第50号。以下「適応法」という。）第11条第1項に関する業務（国環研法

第11条第2項。以下「気候変動適応に関する業務」という。）。 

 

２．法人の現状及び課題  

国環研は、国立公害研究所として昭和49年に設立されて以来、幅広い環境研究に学際的・総合的に取り組む研

究機関として、環境問題の解決に資する情報の発信や環境政策への科学的知見の提供を通じ、行政や社会に貢献

してきた。  

第5期中長期目標期間においては、環境研究・環境技術開発の推進戦略（令和6年8月23日環境大臣決定）の実

現に向けた「戦略的研究プログラム」をはじめ、政策的・学術的な源泉となる幅広い「基礎・基盤的取組」を進

め、有識者における外部研究評価においても高い評価を得た。  

国の計画に沿った大型事業としては、エコチル調査と衛星観測を実施してきた。エコチル調査では、各地域セ

ンターと連携し全国10万組の親子を対象として環境と健康にかかわるデータ・試料の蓄積・活用を着実に進め、

衛星観測では温室効果ガス観測技術衛星2号（GOSAT-2）からのデータ処理を1号と合わせて進めるとともに、3

号機となる温室効果ガス・水循環観測技術衛星（GOSAT-GW）の打ち上げを令和7年度に実施した。適応法に基

づく業務としては、国を始め地方公共団体、事業者、個人の適応推進のために情報発信や研修等を通じた技術的

援助及び気候変動適応研究に総合的に取り組んできた。さらには、「気候変動適応情報プラットフォーム（A-

PLAT）」や「アジア太平洋気候変動適応情報プラットフォーム（AP-PLAT）」を通じ、科学的知見や取組事例

などの情報を活用しやすい形で提供してきた。  

 

また、地方組織として福島地域協働拠点及び琵琶湖分室を設置し、それぞれの地域に根ざした地域協働型の研

究も進め、地域の環境回復・創生や地方づくりに貢献している。  

一方、複雑化・多様化する環境問題へ対応するためには、研究体制の強化や学際的ネットワークの構築が不可

２．法人の現状及び課題  

国環研は、国立公害研究所として昭和49年に設立されて以来、幅広い環境研究に学際的・総合的に取り組む研

究機関として、環境問題の解決に資する情報の発信や環境政策への科学的知見の提供を通じ、行政や社会に貢献

してきた。  

第5期中長期目標期間においては、環境研究・環境技術開発の推進戦略（令和6年8月23日環境大臣決定）の実

現に向けた「戦略的研究プログラム」をはじめ、政策的・学術的な源泉となる幅広い「基礎・基盤的取組」を進

め、有識者における外部研究評価においても高い評価を得た。  

国の計画に沿った大型事業としては、エコチル調査と衛星観測を実施してきた。エコチル調査では、各地域セ

ンターと連携し全国10万組の親子を対象として環境と健康にかかわるデータ・試料の蓄積・活用を着実に進めて

いる。また、衛星観測では温室効果ガス観測技術衛星2号（GOSAT-2）及び令和7年度に3号機として打ち上げら

れた温室効果ガス・水循環観測技術衛星（GOSAT-GW）からのデータ処理を1号と合わせて進めているととも

に、3号機となる温室効果ガス・水循環観測技術衛星（GOSAT-GW）の打ち上げを令和7年度に実施した。適応法

に基づく業務としては、国を始め地方公共団体、事業者、個人の適応推進のために情報発信や研修等を通じた技

術的援助及び気候変動適応研究に総合的に取り組んできた。さらには、「気候変動適応情報プラットフォーム

（A-PLAT）」や「アジア太平洋気候変動適応情報プラットフォーム（AP-PLAT）」を通じ、科学的知見や取組

事例などの情報を活用しやすい形で提供してきた。  

また、地方組織として福島地域協働拠点及び琵琶湖分室を設置し、それぞれの地域に根ざした地域協働型の研

究も進め、地域の環境回復・創生や地方づくりに貢献している。  

一方、複雑化・多様化する環境問題へ対応するためには、研究体制の強化や学際的ネットワークの構築が不可

 

 

 

 

←骨① 

この文は第５期中長期目標期間における推進戦略について述

べており、直近の推進戦略の決定日を記載すると時系列に齟

齬が生じるため、削除。 

 

←①表現の適正化 
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第 6期中長期目標 骨子案 第 6期中長期目標 案 備考 

欠であり、将来的な研究活動の持続性という観点において、人材の確保・育成が課題となっている。また、昭和

49 年の設立以来 50 年以上が経過したことにより、研究本館をはじめとする施設・研究設備の更新を迫られてい

るほか、個別に収集・管理されてきた研究データを一元的に集約し、研究者のみならず自治体・企業といった利

用者に対し付加価値を高めて情報提供するための環境情報基盤を整備することが今後の課題として挙げられる。 

 

欠であり、将来的な研究活動の持続性という観点において、人材の確保・育成が課題となっている。また、昭和

49年の設立以来50年以上が経過したことにより、研究本館をはじめとする施設・研究設備の更新を迫られている

ほか、個別に収集・管理されてきた研究データを一元的に集約し、研究者のみならず自治体・企業といった利用

者に対し付加価値を高めて情報提供するための環境情報基盤を整備することが今後の課題として挙げられる。 

 

 

 

 

３．政策を取り巻く環境の変化  

現在、人類は気候変動、生物多様性の損失、汚染という3つの深刻かつ世界的な環境危機に直面しており、これ

は人類の活動が、地球の環境収容力（プラネタリー・バウンダリー）を超えつつあり、自らの存続の基盤である

環境、自然資本の安定性を脅かしつつあることを示している。  

現下の危機的状況を克服するためには、現代の経済社会システムの延長線上での対応ではなく、新たな経済社

会システムへの転換が必要である。第六次環境基本計画（令和6年5月21日閣議決定）では、目指すべき社会の姿

を「循環共生型社会」と定め、その実現のため、環境・経済・社会の統合的向上の高度化に向け、循環経済（サ

ーキュラーエコノミー）、自然再興（ネイチャーポジティブ）、炭素中立（ネット・ゼロ）等といった個別分野

の環境政策を統合的に実施し、相乗効果（シナジー）を発揮させ、経済社会の構造的課題の解決にも結びつけて

いくこととしている。  

 

 

また、複雑化する環境・経済・社会の課題を横断的に解決するためには、自然科学のみならず人文・社会科学を

も含めた多様な「知」の創造と「総合知」の活用、さらにはこれらを担う人材育成が必須である。科学技術・イ

ノベーションの開発・実証と社会実装は「新たな成長」を支える原動力であると同時に、現下の危機へ対応する

ための生命線でもある。そのため、環境科学研究における中核的機関である国環研の発展はより一層重要にな

る。 

 

３．政策を取り巻く環境の変化  

現在、人類は気候変動、生物多様性の損失、汚染という3つの深刻かつ世界的な環境危機に直面しており、これ

は人類の活動が、地球の環境収容力（プラネタリー・バウンダリー）を超えつつあり、自らの存続の基盤である

環境、自然資本の安定性を脅かしつつあることを示している。  

現下の危機的状況を克服するためには、現代の経済社会システムの延長線上での対応ではなく、新たな経済社

会システムへの転換が必要である。第六次環境基本計画（令和6年5月21日閣議決定）では、目指すべき持続可能

な社会の姿を、環境保全とそれを通じた「ウェルビーイング／高い生活の質」が実現できる「循環共生型社会」

と定めている。そして、その実現のため、環境・経済・社会の統合的向上の高度化に向け、ネット・ゼロ、循環

経済、ネイチャーポジティブ循環経済（サーキュラーエコノミー）、自然再興（ネイチャーポジティブ）、炭素

中立（ネット・ゼロ）等といった個別分野の環境政策を統合的に実施し、相乗効果（シナジー）やトレードオフ

といった分野間の関係性を踏まえ、環境負荷の総量を減らしを発揮させ、経済社会の構造的課題の解決にも結び

つけていくこととしている。  

また、複雑化する環境・経済・社会の課題を横断的に解決するためには、自然科学のみならず人文・社会科学

をも含めた多様な「知」の創造とこれらの知の総合的な活用（「総合知」の活用）、さらにはこれらを担う人材育

成が必須である。科学技術・イノベーションは、気候変動を始めとする社会課題の解決を成長の源泉へと転換

し、持続的な経済成長を実現する原動力である。同時に、感染症や自然災害等の脅威に対し、国民の安全・安心

を確保する観点からも、国家の生命線となっている科学技術・イノベーションの開発・実証と社会実装は「新た

な成長」を支える原動力であると同時に、現下の危機へ対応するための生命線でもある。そのため、環境研究・

環境技術開発の推進戦略（令和６年８月３日環境大臣決定）にも示すとおり、環境科学研究における中核的機関

である国環研の発展はより一層重要になる。 

 

 

 

 

 

←骨② 

第六次環境基本計画が目指す「ウェルビーイング」の実現を追

記 

←②、③ 

環境基本計画や環境研究・環境技術開発推進戦略の記載内容

と平仄を合わせた書きぶりに修正 

 

 

←④表現の適正化 

←⑤推進戦略に記載の内容と平仄を合わせた書きぶりに修正 

 

 

←骨③ 

直近の環境研究・環境技術開発の推進戦略について追記 

 

４．第6期中長期目標期間における国立環境研究所のミッション  

以上の位置付け及び役割の下、第5期中長期目標期間における業務の実績についての評価等を踏まえ、第6期中

長期目標期間における国環研のミッションを次のとおりとする。  

① 重点的に取り組むべき課題への分野横断的・統合的な研究活動の推進  

② 各分野を中核とした研究・技術開発の着実な推進  

③ 研究の実装・社会転換の強化・推進  

④ 環境データを活用した環境研究の推進  

⑤ 国の計画に沿った大型事業、及び気候変動適応に関する業務の着実な実施  

⑥ 環境情報の収集、整理及び提供等に関する業務の着実な実施  

 

（別添１） 国立研究開発法人国立環境研究所に係る政策体系図  

 

４．第6期中長期目標期間における国立環境研究所のミッション  

以上の位置付け及び役割の下、第5期中長期目標期間における業務の実績についての評価等を踏まえ、第6期中

長期目標期間における国環研のミッションを次のとおりとする。  

① 重点的に取り組むべき課題への分野横断的・統合的な研究活動の推進  

② 各分野を中核とした研究・技術開発の着実な推進  

③ 研究成果の実装・社会転換の強化・推進  

④ 環境データを活用した環境研究の推進  

⑤ 国の計画に沿った大型事業、及び気候変動適応に関する業務の着実な実施  

⑥ 環境情報の収集、整理及び提供等に関する業務の着実な実施  

 

（別添１） 国立研究開発法人国立環境研究所に係る政策体系図  

 

 

 

 

 

 

←⑥表現の適正化 
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第 6期中長期目標 骨子案 第 6期中長期目標 案 備考 

第２ 中長期目標の期間  

通則法第35条の4第2項第1号の中長期目標の期間は、令和8年度から令和12年度までの5年間とする。 

 

第２ 中長期目標の期間  

通則法第35条の4第2項第1号の中長期目標の期間は、令和8年度から令和12年度までの5年間とする。 

 

第３ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項  

通則法第35条の4第2項第2号の研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項は、次のとおり

とする。 

 

第6期中長期目標期間においては、国環研法第11条に基づく国環研の主要な業務である「環境研究に関する業

務」、「環境情報の収集、整理及び提供等に関する業務」及び「気候変動適応に関する業務」を一定の事業等の

まとまりと捉え、目標を設定し、１．（１）及び３．を重要度「高」と設定して集中して取り組むこととする。  

なお、評価にあたっては、別添2の評価軸及び評価指標等に基づき、総合的な判断により、評価・評定を実施す

るものとする。 

 

第３ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項  

通則法第35条の4第2項第2号の研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項は、次のとおり

とする。 

 

第6期中長期目標期間においては、国環研法第11条に基づく国環研の主要な業務である「環境研究に関する業

務」、「環境情報の収集、整理及び提供等に関する業務」及び「気候変動適応に関する業務」を一定の事業等の

まとまりと捉え、目標を設定し、１．（１）及び３．を重要度「高」と設定して集中して取り組むこととする。  

なお、評価にあたっては、別添2の評価軸及び評価指標等に基づき、総合的な判断により、評価・評定を実施す

るものとする。  

 

 

１．環境研究に関する業務  

 

環境研究に関する業務については、第6期中長期目標期間においては、以下の事項に取り組むものとする。  

（１）重点的に取り組むべき課題への統合的な研究の推進  

（２）環境研究分野それぞれを中核とした研究・技術開発の戦略的推進  

（３）国の計画に基づき中長期目標期間を超えて実施する事業の着実な推進  

（４）国内外機関との連携の強化及び政策貢献を含む社会実装の推進  

 

１．環境研究に関する業務  

 

環境研究に関する業務については、第6期中長期目標期間においては、以下の事項に取り組むものとする。  

（１）重点的に取り組むべき課題への統合的な研究の推進  

（２）環境研究分野それぞれを中核とした研究・技術開発の戦略的推進  

（３）国の計画に基づき中長期目標期間を超えて実施する大型事業の着実な推進  

（４）国内外機関との連携の強化及び政策貢献を含む社会実装の推進  

 

 

 

 

 

 

←㉕ 

第１の４に記載した、第６期中長期目標期間における国立環境研

究所のミッションに合わせ追記 

（１）重点的に取り組むべき課題への統合的な研究の推進  

第六次環境基本計画が提示する環境・経済・社会の統合的向上を目指す持続可能な「循環共生型社会」の具体

化・実現において、科学的側面からの課題解決を先導的に推進するべく統合型研究プログラムを設定し、統合的

な観点での研究開発を推進する。  

なお、研究活動の進捗状況や国内外の環境面、経済面、社会面での情勢の変化に応じて、中長期目標期間中に

実施内容を見直し又は追加する場合がある。  

 

（１）重点的に取り組むべき課題への統合的な研究の推進  

第六次環境基本計画が提示する環境・経済・社会の統合的向上を目指す持続可能な「循環共生型社会」の具体

化・実現において、科学的側面からの課題解決を先導的に推進するべく統合型研究プログラムを設定し、（２）

の取組と密接な連携のもとで、統合的な観点での研究開発を推進する。  

なお、研究活動の進捗状況や国内外の環境面、経済面、社会面での情勢の変化に応じて、中長期目標期間中に

実施内容を見直し又は追加する場合がある。 

 

 

←骨④ 

研究プログラムと分野研究との関連について明記。 

 

① 脱炭素・資源循環・自然再興の同時実現を加速化させる研究プログラム  

現世代から将来世代を環境的脅威から守り、ウェルビーイングの高い社会における脱炭素、資源循環、自然

再興の役割を明らかにし、そうした社会の実現の根源となる技術、制度を含めたシステムチェンジと、その加

速化を可能とする術をマクロからミクロの視点で定量的、叙述的に明らかにして、国民に提示、実装するため

の研究を行う。  

【具体的な内容は調整中】  

 

① 脱炭素・資源循環・自然再興の早期実現に向けてシステムチェンジを加速する研究プログラム  

将来世代を環境的脅威から守り、人々のウェルビーイングが高まる社会を作るために、脱炭素・資源循環・

自然再興を早期実現することの意義や必要性を明らかにする。その上で、実現の要となるシステムチェンジの

同定と加速化手段の提案に多角的に取り組み、システムチェンジの社会実装を促進する科学的基盤を構築す

る。 

 

←骨⑤ 

統合型研究プログラムの具体的な内容を加筆、①は研究プロ

グラムの名称を修正 

 

② 自然起点の課題解決（NbS）の実装と展開に向けた研究プログラム  

自然の機能を活用した社会課題解決策（Nature-based Solutions）の具体的な技術と社会実装の方法論を示

すとともに、アジアにおけるNbS研究拠点を形成する。  

② 自然を活用した起点の課題解決策（NbS）の実装と展開に向けた研究プログラム  

自然を活用したの機能を活かした課題解決策（Nature-based Solutions）の有効性を科学的に検証し、社会

制度や技術を統合して地域社会に実装するための研究拠点を形成し、持続的でレジリエントな社会基盤の構築

←⑩、⑪表現の適正化 

←骨⑥ 

調整中としていた部分に、具体的な取組の内容を追記 
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第 6期中長期目標 骨子案 第 6期中長期目標 案 備考 

【具体的な内容は調整中】  に貢献する研究と社会実装を推進する。  

③ 水・大気・土壌の媒体を横断する環境汚染に伴う人や生態系への新たな脅威の包括的把握・解決 

を目指す研究プログラム  

環境汚染を引き起こす有機フッ素化合物（PFAS）・プラスチック・薬剤耐性菌の3つの新たな脅威となる環

境汚染問題に対して、発生源・排出解析、多媒体横断動態解析、影響解析を同時に行い、人間の健康と生態系

の健全性の向上に資する研究を行う。  

 

 

【重要度：高】【困難度：高】  

重点的に取り組むべき課題への統合的な研究の推進は、推進戦略に提示されている各領域における重点課題に

対応し、我が国の環境政策の意思決定の科学的根拠となるものであるため重要度は高い。また、従来の個別分野

を超えた分野横断的な連携により複合課題の解決に取り組むものであり、困難度が高い。  

 

③ 水・大気・土壌などの媒体を横断する環境汚染に伴う人や生態系への新たな脅威の包括的把握・解決 

を目指す研究プログラム  

人間活動によって引き起こされた未知・未規制物質を含む環境汚染を引き起こすパーフルオロもしくはポリ

フルオロアルキル化合物（PFAS）ほか残留性・移動性の高い媒体横断物質・プラスチックおよびその添加

剤・薬剤耐性菌および抗微生物剤の3つの新たな脅威となる環境汚染問題に対して、発生源・排出解析、多媒

体横断動態解析、影響解析を同時に行い、ワンヘルスの観点から、人間の健康と生態系の健全性の向上に資す

る研究を行うことにより、レギュラトリーサイエンスの推進に貢献する。  

 

【重要度：高】【困難度：高】  

重点的に取り組むべき課題への統合的な研究の推進は、推進戦略に提示されている各領域における重点課題に

対応し、我が国の環境政策の意思決定の科学的根拠となるものであるため重要度は高い。また、従来の個別分野

を超えた分野横断的な連携により複合課題の解決に取り組むものであり、困難度が高い。  

 

←⑫表現の適正化 

 

←骨⑦具体的な表記を加え、表現を適正化 

←⑬、⑭表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）環境研究分野それぞれを中核とした研究・技術開発の戦略的推進  

推進戦略で提示する社会像の実現に向け、環境研究の柱となる4つの分野と、地域におけるより統合的・実践的

な取組を推進する分野を設定し、各分野を中核とした研究・技術開発を戦略的に推進する。 

 

 

 

 

それぞれの分野では、分野間の連携も活用しつつ、今後起こりうる環境問題に対応するための先見的・先端的

な学術基礎研究と、研究所の研究能力の維持向上を図るための創発的・独創的な萌芽的研究を推進する「先見

的・先端的な基礎研究」と、随時生じる環境政策上の必要性の高い課題に対応する「政策対応研究」とともに、

研究分野それぞれの重要課題に関して統合的・実践的な取組を指向する「プロジェクト型研究」を設定し、創造

的・先端的な科学の探究を基礎とする研究から実践的研究、社会実装に関わる事業的取組に至るまで幅広い段階

を含む取組を体系的に実施する。  

また、今後も我が国が環境科学分野における牽引役となりうるよう、分野横断的に、環境科学に関する知的研

究基盤の整備を推進する。  

なお、気候変動適応に関する研究は、３．気候変動適応に関する業務の中で実施し、評価する。  

 

（２）環境研究分野それぞれを中核とした研究・技術開発の戦略的推進  

推進戦略で提示する社会像の実現に向け、環境研究の柱となる4つの分野と、地域における地域社会の関係主体

と協働してより統合的・実践的な取組を推進する分野を設定し、第5期中長期目標期間での戦略的研究プログラム

と基礎・基盤を担う研究分野での取組を発展させつつ、各分野を中核とした研究・技術開発を戦略的に推進す

る。なお、環境計測、観測手法の高度化等の先端的な計測研究は、各分野の研究と一体的に推進し、環境計測の

精度管理等に関する共通・基盤的な計測業務、人間社会システムを中心に据えた一連の研究（社会システム研

究）や災害・事故に伴う環境問題への対応に貢献する研究・技術開発（災害環境研究）は分野横断的に推進す

る。 

それぞれの分野では、分野間の連携も活用しつつ、今後起こりうる環境問題に対応するための先見的・先端的

な学術基礎研究と、研究所の研究能力の維持向上を図るための創発的・独創的な萌芽的研究を推進する「先見

的・先端的な基礎研究」と、を設定する。また、随時生じる環境政策上の必要性の高い課題に対応する「政策対

応研究」とともに、研究分野それぞれの重要課題に関して統合的・実践的な取組を指向する「プロジェクト型研

究」を設定し、分野間の連携や（１）の取組との相互連携も活用し視野に入れつつ、創造的・先端的な科学の探

究を基礎とする研究から実践的研究、社会実装に関わる事業的取組に至るまで幅広い段階を含む取組を体系的に

実施する。  

これらに加えてまた、今後も我が国が環境科学分野における牽引役となりうるよう、分野横断的に、環境科学

に関する知的研究基盤の整備を推進する。  

なお、気候変動適応に関する研究は、３．気候変動適応に関する業務の中で実施し、評価する。 

 

←⑱表現の適正化 

←骨⑧ 

第５期における戦略的研究プログラム等との連続性、関連性

について加筆 

←骨⑨ 

第６期における災害環境研究の取扱いについて追記 

 

←⑯一つの文から二つの文へ切り分け、表現の適正化 

 

 

 

←骨⑩ 

分野研究と研究プログラムとの関連を明記 

 

ア．各分野を中核とした研究・技術開発の戦略的推進  ア．各分野におけるを中核とした研究・技術開発の戦略的推進 ←⑮表現の適正化 

① 気候変動分野  

気候変動の緩和及び地球規模汚染の改善に関する資する研究を行い、世界の気候変動に関する政策決定に必

要な科学的基盤を提供し、地球の気候と大気質を安定化させる1.5℃目標の実現に貢献することを目指す。  

 

① 気候変動分野  

気候変動の緩和及び地球規模汚染の改善に関する資する研究を行い、世界の気候変動に関する政策決定に必

要な科学的基盤を提供し、地球の気候と大気質を改善し気候を安定化させる1.5℃目標の実現に貢献すること

を目指す。  

 

 

 

←⑲表現の適正化 
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第 6期中長期目標 骨子案 第 6期中長期目標 案 備考 

② 資源循環分野  

システム研究、リスク研究、技術開発研究の3つの専門分野の視点から、資源循環システムの包括的分析、

資源循環過程における物質の資源性と有害性の評価、廃棄物処理処分の計画と技術開発に関する研究を実施

し、資源循環・廃棄物行政や政策に関する提言を行う。  

 

② 資源循環分野  

システム研究、リスク研究、技術開発研究の3つの専門分野の視点から、資源循環システムの包括的分析、

資源循環過程における物質の資源性と有害性の評価、廃棄物処理処分の計画と技術開発に関する研究を実施

し、資源循環・廃棄物行政や政策立案を支援する。 

 

 

 

←骨⑪表現の適正化 

③ 自然共生分野  

人口減少社会における野生生物の保全と管理、外来生物等による影響の評価と対策及び環境変動による生態

系影響の解明と保全に関する研究を進め、生態系の健全性の回復に資する政策提言を行い、自然再興の実現、

ヒトと自然との共存及び持続可能な生態系利用を推進させる。  

 

③ 自然共生分野  

人口減少社会における野生生物の保全と管理、外来生物等による影響の評価と対策及び環境変動による生態

系影響の解明と保全に関する研究を進め、生態系の健全性の回復に資する政策提言を行い、自然再興の実現、

ヒトと自然との共存及び持続可能な生態系利用を推進させる。  

 

 

←⑱表現の適正化 

④ 安全確保分野  

環境汚染に対する安全確保と環境媒体の管理・改善に資するため、化学物質等によるヒト健康・生態系リス

クの評価と対策案、大気、水、土壌における物質動態の理解と保全策に関する研究を行う。  

 

④ 安全確保分野  

未知・未規制の化学物質や、化学物質や微生物等の環境中での複合的な要因による環境汚染に対する安全確

保と環境媒体の管理・改善に資するため、化学物質等によるヒト健康・生態系リスクの評価と対策案、大気、

水、土壌における物質動態の理解と保全策に関する研究を行い、併せてレギュラトリーサイエンスに係わる研

究の推進を図るう。 

 

←⑳表現の適正化 

←⑨、⑳ 

国環研においてレギュラトリーサイエンスは重要な「政策貢

献」の一つの形であると捉えており、第３の（２）④安全確保

分野において、左記のとおり明示 

 

⑤ 地域協働/社会協働分野  

これまでの災害・復興及び持続可能な地域形成に資する研究蓄積を統合・発展させ、分野横断的な課題解決

と持続可能性の向上を通じて地域社会への貢献を強く志向する研究を行う。地域の関係者との協働を基盤と

し、実践と理論の両輪で進め、方法論の構築、実践知の提示、さらには地域協働論の発展を先導する。  

 

⑤ 地域協働/社会協働分野  

これまでの災害・復興及び持続可能な地域形成に資する研究蓄積を統合・発展させ、分野横断的な課題解決 

と持続可能性の向上を通じて地域社会への貢献を強く志向する研究を行う。地域の関係者との協働を基盤と 

し、実践と理論の両輪で進め、方法論の構築、実践知の提示、さらには地域協働論の発展を先導する。 

 

イ．知的研究基盤の整備に関する取組  

知的研究基盤の整備については、モニタリング、データベース・情報ツール、計測標準化、試料保存・提供

それぞれに、以下の取組を推進する。  

 

イ．知的研究基盤の整備に関する取組  

知的研究基盤の整備については、モニタリング、データベース・情報ツール、計測標準化、試料保存・提供

それぞれに、以下の取組を推進する。  

 

 

① モニタリングに関する取組  

世界・地域スケールでの大気・海洋・陸域モニタリングや気候変動影響モニタリング、長期環境・生物モニ

タリング等の取組を記載。【P】  

 

① モニタリングに関する取組  

長期的視点に立った世界・地域スケールでの気候変動や汚染物質等に関する大気・海洋・陸域でのモニタリ

ングや気候変動影響モニタリング、生物・生態系に関するモニタリング、霞ヶ浦・琵琶湖での水質や気象に関

する観測等を継続的に推進する。 

 

 

←骨⑫ 

調整中としていた部分に、具体的な取組の内容を追記 

 

② データベース・情報ツールに関する取組  

温室効果ガス観測データ・インベントリ等の公開や資源・マテリアル、生物多様性、化学物質等に関するデ

ータベース・情報ツールに関する取組を記載。環境研究共創拠点に関わる取組の一部も記載予定。【P】  

 

② データベース・情報ツールに関する取組  

温室効果ガス観測データ・インベントリ等の公開や資源・マテリアル、生物多様性、大気汚染予測情報、化

学物質等に関するデータベースや情報ツールの整備や維持・管理及び充実を図るとともに、情報発信やアウト

リーチに努める。また、知的研究基盤整備に関する他の取組も含め、（４）③の環境研究共創拠点を通じた管

理・提供等、各種情報・データ全体のアクセシビリティ及びユーザビリティの向上を目指す。 

 

 

←骨⑬ 

調整中としていた部分に、具体的な取組の内容を追記 

③ 計測標準化に関する取組  ③ 計測標準化に関する取組   
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第 6期中長期目標 骨子案 第 6期中長期目標 案 備考 

生態毒性標準事業や環境標準物質事業に関する取組を記載。【P】  

 

国内の生態影響試験のリファレンスラボラトリーとしての取組や生態影響試験法の国際標準化、国際基準に

合致した環境標準物質の開発・分譲等による環境試料の化学分析の標準化の取組を推進する。また、環境研究

の基盤となる良質な計測データの提供や、多数の物質を効率的に分析するための一括的な分析法の活用に関す

る検討、計測精度の維持・向上のため観測・計測・解析手法の開発や応用についても取り組む。 

 

←骨⑭ 

調整中としていた部分に、具体的な取組の内容を追記 

←㉔今後、重要性が増すと考えられる取組を追記 

④ 試料保存・提供に関する取組  

遺伝資源の保存や藻類保存、タイムカプセル事業等に関する取組を記載。【P】  

 

④ 試料保存・提供に関する取組  

生物資源の収集・保存を通じた絶滅危惧種の域外保全に関する取組や、環境試料の系統的な収集・分析と長

期保存に関する取組、微細藻類をはじめとする生物資源の持続的利用推進のための取組、生物応答試験や微小

プラスチックを含めた各種化学物質の安全性評価のための実験水生生物の分譲に関する取組を推進する。 

 

 

←骨⑮ 

調整中としていた部分に、具体的な取組の内容を追記 

（３）国の計画に基づき中長期目標期間を超えて実施する事業の着実な推進  

国環研の研究と密接な関係を有し、組織的・継続的に実施することが必要・有効な業務のうち、特に、国の計

画に沿って、実施組織の中で中核的な役割を担うこととされている、衛星観測に関する事業と子どもの健康と環

境に関する全国調査（エコチル調査）に関する事業を着実に推進する。  

 

（３）国の計画に基づき中長期目標期間を超えて実施する大型事業の着実な推進  

国環研の研究と密接な関係を有し、組織的・継続的に実施することが必要・有効な業務のうち、特に、国の計

画に沿って、実施組織の中で中核的な役割を担うこととされている、衛星観測に関する事業と子どもの健康と環

境に関する全国調査（エコチル調査）に関する事業を着実に推進する。  

 

←㉕ 

第１の４に記載した、第６期中長期目標期間における国立環

境研究所のミッションに合わせ追記 

① 衛星観測に関する事業  

「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成10年法律第117号）及び「宇宙基本計画」（令和5年6月13日

閣議決定）に基づき、令和7年度に打ち上げられた3号機を含むGOSATシリーズによる温室効果ガス等のモニ

タリングを実施する。特にデータ処理システムの改良と運用や処理結果の検証に重点的に取り組み、パリ協定

の実施に資する観測データを国際社会に提供する。さらに気候変動に関する科学への貢献等を目指し、4号機

の検討を進める。  

 

① 衛星観測に関する事業  

「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成10年法律第117号）及び「宇宙基本計画」（令和5年6月13日 

閣議決定）に基づき、令和7年度に打ち上げられた3号機を含むGOSATシリーズによる温室効果ガス等のモニ 

タリングを実施する。特にデータ処理システムの改良と運用や処理結果の検証に重点的に取り組み、パリ協定 

の実施に資する観測データを国際社会に提供する。さらに気候変動に関する科学への貢献等を目指し、4号機 

の検討を進める。 

 

② エコチル調査に関する事業  

「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）基本計画」（平成22年3月30日環境省策定、令和5 

年3月30日改定）や「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）研究計画書」（平成22年8月10 

日国環研エコチル調査コアセンター策定、令和7年6月2日改定）に基づき、平成22年度に開始された全国10万 

組の親子を対象とした出生コホート調査について、全体を対象とした質問票調査及び対面式で行う学童期検査 

や青年期検査、並びに、約5000名を対象とした詳細調査等を着実に実施する。 

② エコチル調査に関する事業  

「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）基本計画」（平成22年3月30日環境省策定、令和5

年3月30日改定）や「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）研究計画書」（平成22年8月10日

国環研エコチル調査コアセンター策定、令和7年6月2日改定）等に基づき、平成22年度に開始された全国10万

組の親子を対象とした出生コホート調査について、全体を対象とした質問票調査及び対面式で行う学童期検査

や青年期検査、並びに、約5000名を対象とした詳細調査等を着実に実施する。 

 

 

 

←㉖ 

エコチル調査基本計画の改定を視野に入れ追記 

（４）国内外機関との連携の強化及び政策貢献を含む社会実装の推進 

推進戦略において、国環研は、国立研究開発法人として環境省をはじめとした関係省庁や大学・他の国立研究

開発法人・地域の環境研究拠点との連携強化、さらには地球規模での課題への貢献に向けた国際的な連携の推進

に取り組むことが求められている。  

そこで、国内外の大学、他の研究機関、民間企業等様々な主体との連携を通して研究開発成果の国全体での最

大化を図るとともに、第6期科学技術・イノベーション基本計画や統合イノベーション戦略2020（令和3年3月26

日閣議決定）や統合イノベーション戦略2025（令和7年6月6日閣議決定）を踏まえ、国内外機関との連携の強化

や研究開発成果の社会実装・社会貢献を推進するため、以下の取組を行う。  

 

（４）国内外機関との連携の強化及び政策貢献を含む社会実装の推進 

推進戦略において、国環研は、国立研究開発法人として環境省をはじめとした関係省庁や大学・他の国立研究

開発法人・地域の環境研究拠点との連携強化、さらには地球規模での課題への貢献に向けた国際的な連携の推進

に取り組むことが求められている。  

そこで、国内外の大学、他の研究機関、民間企業等様々な主体との連携を通して研究開発成果の国全体での最

大化を図るとともに、第6期科学技術・イノベーション基本計画や統合イノベーション戦略2020（令和3年3月26

日閣議決定）や統合イノベーション戦略2025（令和7年6月6日閣議決定）を踏まえ、国内外機関との連携の強化

や研究開発成果の社会実装・社会貢献を推進するため、以下の取組を行う。 

 

 

 

 

 

←骨⑯不要な文言の削除 

 

 

 

① 中核的研究機関としての国内外機関及び関係主体との連携の組織的推進  ① 中核的研究機関としての国内外機関及び関係主体との連携の組織的推進   
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第 6期中長期目標 骨子案 第 6期中長期目標 案 備考 

・環境研究における中核的研究機関として、国内外の大学や他の国立研究開発法人、地方環境研究機関との共

同研究・研究交流等や、民間企業との連携・ネットワーク構築を推進する。また、国環研の地方拠点等も活

用しながら、地方公共団体、NPO、NGO、市民等を含む多様な関係主体との協働を推進する。  

・国際連携に関しては、環境研究の国際拠点としての機能強化を図り、我が国の環境対策の経験を活用した支

援、国際機関や国際学術団体の活動への貢献等に取り組むほか、国際標準的な試験評価手法の確立等の国際

ルール作りに向けた国際機関の活動に参画し、国環研の研究成果と能力を活かした積極的な貢献を果たす。  

・国内外の大学との連携においては、連携大学院制度やインターンシップ制度も活用し、次世代の若手研究人

材の育成にも取り組む。【P】  

 

・環境研究における中核的研究機関として、国内外の大学や他の国立研究開発法人、地方環境研究機関との共

同研究・研究交流等や、民間企業との連携・ネットワーク構築を推進する。また、国環研の地方拠点等も活

用しながら、地方公共団体、NPO、NGO、市民等を含む多様な関係主体との協働を推進する。  

・国際連携に関しては、環境研究の国際拠点としての機能強化を図り、我が国の環境対策の経験を活用した支

援、国際機関や国際学術団体の活動への貢献等に取り組むほか、国際標準的な試験評価手法の確立等の国際

ルール作りに向けた国際機関の活動に参画し、国環研の研究成果と能力を活かした積極的な貢献を果たす。  

・国内外の大学との連携においては、連携大学院制度やインターンシップ制度も活用し、次世代の若手研究人

材の育成にも取り組む。 

 

② 成果の社会実装  

・個別の研究成果の発表については、査読付き発表論文数、誌上発表件数及び口頭発表件数について第5期中

長期計画期間中と同程度の水準を目安として推進するとともに、学会における委員会への参画や研究会・シ

ンポジウム等の開催を積極的に行う。  

・関係審議会等への参画をはじめ、環境政策の決定や現場の課題解決に必要となる科学的な事項の検討に貢献

する。  

・データベース、保存試料、環境標準物質等の外部研究機関等への提供に努める。  

・知的財産については、知的財産ポリシーに基づいて、知的財産マネジメントを行う。さらに、科学技術・イ

ノベーション創出の活性化に関する法律（平成20年法律第63号）第34条の6第1項の規定に基づき、国環研

が所有する知的財産又は国環研に関連する技術・知識等の研究成果を使ったスタートアップの育成・支援の

ための組織的な取組を行う。  

 

② 成果の社会還元及び社会実装  

・個別の研究成果の発表については、査読付き発表論文数、誌上発表件数及び口頭発表件数について第5期中

長期計画期間中と同程度の水準を目安として推進するとともに、学協会における委員会への参画や研究会・

シンポジウム等の開催を積極的に行う。  

・関係審議会等への参画をはじめ、環境政策の決定や現場の課題解決に必要となる科学的な事項の検討に貢献

し、政策貢献等を通じて、研究開発成果の社会実装を推進する。  

・データベース、保存試料、環境標準物質等の外部研究機関等への提供に努める。  

・知的財産については、知的財産ポリシーに基づいて、知的財産マネジメントを行う。さらに、科学技術・イ

ノベーション創出の活性化に関する法律（平成20年法律第63号）第34条の6第1項の規定に基づき、国環研

が所有する知的財産又は国環研に関連する技術・知識等の研究成果を活用した使ったスタートアップ等の育

成・支援のための組織的な取組を行う。  

 

←骨⑰ 

成果の社会実装とともに、社会還元へ向けた取組についても

記載されていることから、「社会還元及び」を追記 

←独立行政法人評価制度委員会評価部会の留意事項を受け、必要

十分な評価軸・評価指標の設定となるよう、評価基準を整理 

←㉙表現の適正化 

 

 

 

←㉚表現の適正化 

③ データ連携を通じた環境研究の推進及び成果の普及【P】  

環境・経済・社会の多岐にわたる情報の統合的解析及びAI研究を含むデータサイエンス研究を推進し、並び

に、国内外の関係研究機関等とのデータ連携を推進する「環境研究共創拠点」を構築する。 

 

③ データ連携を通じた環境研究の推進及び成果の普及 

環境・経済・社会の多岐にわたる情報の統合的解析及びAI研究を含むデータサイエンス研究を推進し、並び

に、国内外の関係研究機関等とのデータ連携を推進する「環境研究共創拠点」を構築する。 

※環境研究共創拠点は、統合的な環境研究情報基盤であり、情報システムのハードウェア・ソフトウェアのみな

らず、所内での体制構築や外部研究者との連携推進まで含めた総称である。 

 

 

 

←㉓補足説明を追記 

２．環境情報の収集、整理及び提供等に関する業務  

 

２．環境情報の収集、整理及び提供等に関する業務  

 

 

（１）環境情報の収集、整理及び提供【P】  

国民の環境問題や環境保全に対する理解を深め、国、地方公共団体、企業、国民等の環境保全の取組への参画

等を促進するため、様々な環境の状況等に関する情報や環境研究・技術等に関する基盤的な情報について収集・

整理し、国環研ウェブサイトや「環境研究共創拠点」を通じて提供する。  

これまで運用してきた環境情報を発信する総合的なウェブサイト「環境展望台」は、近年の多様化するユーザ

ーニーズに応えるべく発展的に解消し、必要な機能・コンテンツを環境研究共創拠点等へ移行し、各種情報・デ

ータ全体のアクセシビリティ及びユーザビリティの向上を目指す。  

 

・国民が正確な情報の拠り所として参照することを意識した、学術的な背景や最新の法令等に基づく環境技術

解説を、図表等を用いてわかりやすく提供する。  

（１）環境情報の収集、整理及び提供 

国民の環境問題や環境保全に対する理解を深め、国、地方公共団体、企業、国民等の環境保全の取組への参画

等を促進するため、様々な環境の状況等に関する情報や環境研究・技術等に関する基盤的な情報について収集・

整理し、国環研ウェブサイトや「環境研究共創拠点」を通じて提供する。  

これまで運用してきた環境情報を発信する総合的なウェブサイト「環境展望台」は、近年の多様化するユーザ

ーニーズに応えるべく発展的に解消し、必要な機能・コンテンツを環境研究共創拠点等へ移行し、各種情報・デ

ータ全体のアクセシビリティ及びユーザビリティの向上やオープンデータ化に取り組む。  

 

・国民が正確な情報の拠り所として参照することを意識した、学術的な背景や最新の法令等に基づく環境技術

解説を、図表等を用いてわかりやすく提供する。 

 

 

 

 

 

 

←骨⑲ 

「オープンデータ化に取り組む」を追記 
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第 6期中長期目標 骨子案 第 6期中長期目標 案 備考 

 

 

 

 

・環境研究共創拠点を通して提供する環境データセットについて、研究データ管理、データ構造化や品質管理

を推進することにより、透明性・利便性を向上させる。  

・操作可能なグラフや地理情報システム（GIS）技術を活用し、国環研が提供する環境データの内容を俯瞰 

的・直感的にわかりやすく伝える。 

・オープンサイエンスの推進に向け、機関リポジトリ等を活用した研究成果の公開に取り組む。また、研究デ

ータの流通および利活用の促進を図るため、各種のデータセットへのデジタルオブジェクト識別子（DOI、

永続的かつ一意に識別可能な国際標準規格）付与を推進し、研究データの流通および利活用の促進を図るす

る。 

・環境研究共創拠点を通して提供する環境データセットについて、研究データ管理、データ構造化や品質管理

を推進することにより、透明性・利便性を向上させる。  

・インタラクティブな視覚化ツール操作可能なグラフや地理情報システム（GIS）技術を活用し、国環研が提

供する環境データの内容を俯瞰的・直感的にわかりやすく伝える。 

←骨⑳オープンサイエンスに係る内容を（２）より移動させ、文

章の並び順を変更 

  

 

 

 

←㉞表現の適正化 

 

 

（２）広報・アウトリーチ活動  

・プレスリリース、ホームページ、SNS等を組み合わせたクロスメディア戦略により、国民にわかりやすく最

新の情報を発信する。  

・ホームページ改善を進め、利用者の利便性向上と迅速な情報提供を図る。  

・オープンサイエンスの推進に向け、機関リポジトリ等を活用した研究成果の公開に取り組む。また、研究デ

ータの流通および利活用の促進を図るため、各種のデータセットへのデジタルオブジェクト識別子（DOI、

永続的かつ一意に識別可能な国際標準規格）付与を推進する。  

・シンポジウムや施設公開を通じ、成果を直接国民に届ける場を創出する。  

・見学対応や講師派遣などのアウトリーチ活動を積極展開し、双方向の対話を促進。社会の声を研究へ反映す

ることで信頼関係を深める。  

 

（２）広報・アウトリーチ活動  

・プレスリリース、ホームページ、SNS等を組み合わせたクロスメディア戦略により、国民にわかりやすく最

新の情報を発信する。  

・ホームページ改善を進め、利用者の利便性向上と迅速な情報提供を図る。  

・オープンサイエンスの推進に向け、機関リポジトリ等を活用した研究成果の公開に取り組む。また、研究デ

ータの流通および利活用の促進を図るため、各種のデータセットへのデジタルオブジェクト識別子（DOI、

永続的かつ一意に識別可能な国際標準規格）付与を推進する。 

・シンポジウムや施設公開を通じ、成果を直接国民に届ける場を創出する。  

・見学対応や講師派遣などのアウトリーチ活動を積極展開し、双方向の対話を促進。することで、社会の声を

研究へ反映することでし、国民との信頼関係を深める。  

 

 

 

 

←骨⑳オープンサイエンスに係る内容を（１）へ移動 

 

 

 

←表現の適正化 

←㉟調整中で空欄としていた部分に追記 

３．気候変動適応に関する業務  

適応法に基づき、国、地方公共団体、事業者、個人の適応推進のための技術的援助及び気候変動適応研究に一

体的・総合的に取り組む。  

適応法施行5年を経て適応施策及び研究が一定程度進展してきた状況を踏まえ、今期は特に、研究成果の社会実

装及び適応策の実践強化を推進していく。  

 

３．気候変動適応に関する業務  

適応法に基づき、国、地方公共団体、事業者、国民個人の適応推進のための技術的援助及び気候変動適応研究

に一体的・総合的に取り組む。  

適応法施行5年を経て適応施策及び研究が一定程度進展してきた状況を踏まえ、今期はその中でも特に、研究成

果の社会実装及び適応策の実践強化を推進していく。  

 

 

←㊱表現の適正化 

 

←㊲表現の適正化 

（１）気候変動適応推進に関する技術的援助  （１）気候変動適応推進に関する技術的援助   

① 情報基盤の整備・運用  

・国、地方公共団体、事業者、個人の適応策を推進するための情報基盤（A-PLAT）を整備・運用する。これ

を通じ、（２）に掲げる調査研究の成果を含む気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、分析、

整理及び提供を行う。  

・国の気候変動適応推進会議による関係行政機関の緊密な連携協力体制の下、「気候変動適応に関する研究機

関連絡会議」及び「気候変動適応の研究会」を運営する。これにより、地域の機関も含む関係研究機関の間

の情報交換・連携を深め、研究成果の社会実装促進や適応策の実践強化に貢献する。  

・国、地方公共団体、事業者等幅広い主体の動向について情報収集し、またこれら主体との意見交換を通じ、

幅広い関係主体のニーズや課題を把握し、さらなる科学的知見の活用促進や研究成果の社会実装、適応策の

実践につなげる。  

・A-PLATを通じた各主体に向けた分かりやすい情報提供、メルマガ・SNSを通じたプッシュ型情報発信を継

① 情報基盤の整備・運用  

・国、地方公共団体、事業者、国民個人の適応策を推進するための情報基盤（A-PLAT）を整備・運用する。

これを通じ、（２）に掲げる調査研究の成果を含む気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、分

析、整理及び提供を行う。  

・国の気候変動適応推進会議による関係行政機関の緊密な連携協力体制の下、「気候変動適応に関する研究機

関連絡会議」及び「気候変動適応の研究会」を運営する。これにより、地域の機関も含む関係研究機関の間

の情報交換・連携を深め、研究成果の社会実装促進や適応策の実践強化に貢献する。  

・国、地方公共団体、事業者等幅広い主体の動向について情報収集し、またこれら主体との意見交換を通じ、

幅広い関係主体のニーズや課題を把握し、さらなる科学的知見の活用促進や研究成果の社会実装、適応策の

実践につなげる。  

・A-PLATを通じた各主体に向けた分かりやすい情報提供、メルマガ・SNSを通じたプッシュ型情報発信を継

 

←㊱表現の適正化 
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第 6期中長期目標 骨子案 第 6期中長期目標 案 備考 

続実施。また今期は特に、国や関係する事業者等とも連携し、国民の理解及び行動を促進することを目指

す。  

 

続実施する。また今期は特に、国や関係する事業者等とも連携し、国民の理解及び行動を促進することを目

指す。  

 

←㊳表現の適正化 

② 地方公共団体等各主体に対する技術的援助  

・委員・講師派遣、問合せ対応、データ・資料・ツール・科学的知見の提供等、幅広い活動を通じて、都道府

県又は市区町村による地域気候変動適応計画の策定又は推進等に係る技術的援助、地域気候変動適応センタ

ーに対する技術的援助、また、事業者等各ステークホルダーの取組推進のための技術的援助を行う。  

・地方公共団体や地域気候変動適応センターに対しては、積極的にコミュニケーションを図り地域ごとの実情

を的確に把握しつつ、多様なニーズに応じた各種研修の実施、意見交換会の開催、科学的知見を施策に活用

するための資料やツールの開発・提供等を実施する。今期は特に、地域の実情に応じた地域計画や地域セン

ターのさらなる充実に向け、それらを適切に評価するための手法・指標等を開発する。また、適応策の主流

化や他の分野の施策とのシナジー強化を目指し、地方創生につながる適応策のあり方について検討する。  

・事業者に対しては、業種・業態ごとのニーズや課題を把握した上で、A-PLATを通じた適応取組事例の収

集・発信、セミナー・シンポジウム等の開催、e-learning等のツールの開発・提供等を行い、気候リスク管

理と適応ビジネスの両面での取組を推進する。今期は特に、金融機関や経済団体へのアプローチを通じて、

より幅広い事業者への適応策の浸透を目指していく。  

 

② 地方公共団体等各主体に対する技術的援助  

・委員・講師派遣、問合せ対応、データ・資料・ツール・科学的知見の提供等、幅広い活動を通じて、都道府

県又は市区町村による地域気候変動適応計画の策定又は推進等に係る技術的援助、地域気候変動適応センタ

ーに対する技術的援助、また、事業者等各ステークホルダーの取組推進のための技術的援助を行う。  

・地方公共団体や地域気候変動適応センターに対しては、積極的にコミュニケーションを図り地域ごとの実情

を的確に把握しつつ、多様なニーズに応じた各種研修の実施、意見交換会の開催、科学的知見を施策に活用

するための資料やツールの開発・提供等を実施する。今期は特に、地域の実情に応じた地域計画や地域セン

ターのさらなる充実に向け、それらを適切に評価するための手法・指標等を開発する。また、適応策の主流

化や他の分野の施策とのシナジー強化を目指し、地方創生につながる適応策のあり方について検討する。  

・事業者に対しては、業種・業態ごとのニーズや課題を把握した上で、A-PLATを通じた適応取組事例の収

集・発信、セミナー・シンポジウム等の開催、e-learning等のツールの開発・提供等を行い、気候リスク管

理と適応ビジネスの両面での取組を推進する。今期は特に、金融機関や経済団体へのアプローチを通じて、

より幅広い事業者への適応策の浸透を目指していく。  

 

 

③ 国際的な連携・協力  

・国内外の関係機関等と連携しつつ、気候変動影響・適応に関する科学的情報の収集やツール開発を行い、こ 

れらをAP-PLATを通じて提供することにより、主にアジア太平洋地域における気候変動適応の推進に貢献す 

る。今期は特に、これら地域における適応策推進のための資金アクセスを支援するツールの開発に着手す 

る。 

 

③ 国際的な連携・協力  

・国内外の関係機関等と連携しつつ、気候変動影響・適応に関する科学的情報の収集やツール開発を行い、こ

れらをAP-PLATを通じて提供することにより、主にアジア太平洋地域における気候変動適応の推進に貢献す

る。今期は特に、これら地域における適応策推進のための資金アクセスを支援するツールの開発に着手す

る。  

 

 

（２）気候変動適応に関する調査研究・技術開発業務  

・基礎的取組として萌芽的研究を行いつつ、応用的取組として出口指向型（政策指向型）のプロジェクト型研

究を行うとともに、これら研究成果を（１）の技術的援助業務につなげるための知的基盤整備（地方公共団

体等との共同研究の構築、研究データベース構築、ツール開発等）を併せて行うことにより、研究成果の社

会実装を加速し、適応策の充実強化に貢献する。  

・その際、関連分野が多岐にわたることから、気候変動適応に関する研究機関連絡会議の構成機関（20の国

研）、その他関連する大学・研究機関、及び地域気候変動適応センターと緊密に連携して取組む。  

・これら研究の成果は、（１）の技術的援助業務に積極的に活用するほか、A-PLATやAP-PLATを通じた発

信、ケーススタディエリアでの利活用を通じ、国内における国（政府影響評価報告書・適応計画の改訂）及

び地方公共団体等の適応推進に貢献するのみならず、アジア太平洋地域の適応推進への貢献も目指す。  

・さらには、国際プロジェクトISIMIPなど国際的な研究活動にも積極的に取り組むほか、IPCCやISOなどの国

際枠組への貢献を目指す。  

 

以上（１）及び（２）に掲げる取組を通じて、適応法及び同法の規定により策定される気候変動適応計画に基

づく気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進に貢献する。  

（２）気候変動適応に関する調査研究・技術開発業務  

・基礎的取組として萌芽的研究を行い含む基礎研究を継続しつつ、応用的取組として１（２）に示す出口指向

型（政策指向型）のプロジェクト型研究を行うとともに、これら研究成果を（１）の技術的援助業務につな

げるための知的基盤整備（地方公共団体等との共同研究の構築、研究データベース構築、ツール開発等）を

併せて行うことにより、研究成果の社会実装を加速し、適応策の充実強化に貢献する。  

・その際、関連分野が多岐にわたることから、気候変動適応に関する研究機関連絡会議の構成機関（20の国

研）、その他関連する大学・研究機関、及び地域気候変動適応センターと緊密に連携して取組む。  

・これら研究の成果は、（１）の技術的援助業務に積極的に活用するほか、A-PLATやAP-PLATを通じた発

信、ケーススタディエリアでの利活用を通じ、国内における国（政府影響評価報告書・適応計画の改訂）及

び地方公共団体等の適応推進に貢献するのみならず、アジア太平洋地域の適応推進への貢献も目指す。  

・さらには、国際プロジェクトISIMIPなど国際的な研究活動にも積極的に取り組むほか、IPCCやISOなどの国

際枠組への貢献を目指す。  

 

以上（１）及び（２）に掲げる取組を通じて、適応法及び同法の規定により策定される気候変動適応計画に基

づく気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進に貢献する。  

 

←⑰、㊴表現の適正化 
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第 6期中長期目標 骨子案 第 6期中長期目標 案 備考 

 

【重要度：高】  

気候変動適応に関する調査研究・技術的支援等の取組は、喫緊の課題として法制化された気候変動適応に関する

取組であり重要度は高い。 

 

 

【重要度：高】  

気候変動適応に関する調査研究・技術的支援等の取組は、喫緊の課題として法制化された気候変動適応に関す

る取組であり重要度は高い。  

 

第４ 業務運営の効率化に関する事項  

通則法第35条の4第2項第3号の業務運営の効率化に関する事項は次のとおりとする。  

第４ 業務運営の効率化に関する事項  

通則法第35条の4第2項第3号の業務運営の効率化に関する事項は次のとおりとする。  

 

１．業務改善の取組に関する事項  

 

１．業務改善の取組に関する事項  

 

 

（１）経費の合理化・効率化  

国環研の環境研究の取組の強化への要請に応えつつ、業務の効率化を進め、運営費交付金に係る業務費（特殊

要因を除く。）のうち、毎年度業務経費については○％以上、一般管理費については○％以上の削減を目指す。

なお、一般管理費については、経費節減の余地がないか自己評価を厳格に行った上で、適切な見直しを行うもの

とする。  

 

（１）経費の合理化・効率化  

国環研の環境研究の取組の強化への要請に応えつつ、業務の効率化を進め、運営費交付金に係る業務費（特殊

要因を除く。）のうち、毎年度業務経費については１％以上、一般管理費については３％以上の削減を目指す。

なお、一般管理費については、経費節減の余地がないか自己評価を厳格に行った上で、適切な見直しを行うもの

とする。  

 

 

 

←骨㉑業務経費、一般管理費の削減比率を追記 

 

（２）人件費管理の適正化  

給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、厳しく検証を行った上で、給与の適正化に速やか

に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。  

 

（２）人件費管理の適正化  

給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、厳しく検証を行った上で、給与の適正化に速やか

に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。  

 

 

（３）調達等の合理化  

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成27年5月25日総務大臣決定）を踏まえ、

国環研が毎年度策定する「調達等合理化計画」に基づく取組を着実に実施する。原則として調達は、一般競争入

札によるものとしつつ、研究開発業務の特殊性を考慮した随意契約を併せた合理的な方式による契約手続きを行

う等、公正性・透明性を確保しつつ契約の合理化を推進する。また、内部監査や契約監視委員会等における点

検・見直し等により契約の適正化を推進する。  

 

（３）調達等の合理化  

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成27年5月25日総務大臣決定）を踏まえ、

国環研が毎年度策定する「調達等合理化計画」に基づく取組を着実に実施する。原則として調達は、一般競争入

札によるものとしつつ、研究開発業務の特殊性を考慮した随意契約を併せた合理的な方式による契約手続きを行

う等、公正性・透明性を確保しつつ契約の合理化を推進する。また、内部監査や契約監視委員会等における点

検・見直し等により契約の適正化を推進する。 

 

２．業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）に関する事項【P】  

業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進による業務の効率化と利便性の向上等を図るため、技術

革新を踏まえながら情報システムの充実に取り組む。そのため、情報セキュリティとDX推進を一体的に推進する

体制を整備し、職員の情報リテラシーの向上及びIT人材の育成を図るとともに、積極的なAI利活用の促進で生産

性の向上を図る。また、「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和3年12月24日デジタル大臣決

定）に則り、業務運営を支える情報基盤、情報システムの適切な整備及び安定的な運用管理を行う。 

 

２．業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）に関する事項 

業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進による業務の効率化と利便性の向上等を図るため、技術

革新を踏まえながら情報システムの充実に取り組む。そのため、情報セキュリティとDX推進を一体的に推進する

体制を整備し、職員の情報リテラシーの向上及びIT人材の育成を図るとともに、積極的なAI利活用の促進で生産

性の向上を図る。また、「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和3年12月24日デジタル大臣決

定）に則り、業務運営を支える情報基盤、情報システムの適切な整備及び安定的な運用管理を行う。 

 

 

第５ 財務内容の改善に関する事項  

通則法第35条の4第2項第4号の財務内容の改善に関する事項は次のとおりとする。  

第4の１「業務改善の取組に関する事項」で定めた事項に配慮した中長期計画の予算を作成し、当該予算による

運営を行う。  

なお、独立行政法人会計基準の改訂（平成12年2月16日独立行政法人会計基準研究会策定、令和3年9月21日改

第５ 財務内容の改善に関する事項  

通則法第35条の4第2項第4号の財務内容の改善に関する事項は次のとおりとする。  

第4の１「業務改善の取組に関する事項」で定めた事項に配慮した中長期計画の予算を作成し、当該予算による

運営を行う。  

なお、独立行政法人会計基準の改訂（平成12年2月16日独立行政法人会計基準研究会策定、令和７年9月29日改

 

 

 

 

←骨㉑改訂年月日を最新のものへ修正 
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第 6期中長期目標 骨子案 第 6期中長期目標 案 備考 

訂）等により、運営費交付金の会計処理として、業務達成基準による収益化が原則とされていることを踏まえ、

収益化単位の業務ごとに予算と実績を適切に管理するとともに、一定の事業等のまとまりごとに設定しているセ

グメント情報を引き続き開示する。  

 

訂）等により、運営費交付金の会計処理として、業務達成基準による収益化が原則とされていることを踏まえ、

収益化単位の業務ごとに予算と実績を適切に管理するとともに、一定の事業等のまとまりごとに設定しているセ

グメント情報（行政コスト、独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト、事業収益、事業

損益、総損益及び総資産額を、一定の事業等のまとまりごとに区分した情報）を引き続き開示する。  

 

 

←㊷表現の適正化 

 

（１）バランスのとれた収入の確保  

健全な財務運営と業務の充実の両立を可能とするよう、交付金の効率的・効果的な使用に努めるとともに、第

３の１．（４）や第３の２．の成果を活用しつつ、競争的な外部研究資金、受託収入、寄附金等運営費交付金以

外の収入についても引き続き質も考慮したバランスの取れた確保に努める。競争的な外部資金の獲得について

は、環境研究に関する競争的外部資金の動向を踏まえつつ、国環研のミッションに照らし妥当であることを前提

に、外部資金を利用する研究の形成及び実施の支援を行う。  

 

（１）バランスのとれた収入の確保  

健全な財務運営と業務の充実の両立を可能とするよう、交付金の効率的・効果的な使用に努めるとともに、第３

の１．（４）や第３の２．の成果を活用しつつ、競争的な外部研究資金、受託収入、寄附金等運営費交付金以外の

収入についても引き続き質も考慮したバランスの取れた確保に努める。競争的な外部資金の獲得については、環

境研究に関する競争的外部資金の動向を踏まえつつ、国環研のミッションに照らし妥当であることを前提に、外

部資金を利用する研究の形成及び実施の支援を行う。 

 

（２）保有財産の処分等  

研究施設の現状や利用状況を把握し、施設の利用度のほか、本来業務に支障のない範囲での有効利用性の多

寡、効果的な処分、経済合理性といった観点に沿って、保有資産の保有の必要性について、継続的に自主的な見

直しを行う。 

 

（２）保有財産の処分等  

研究施設の現状や利用状況を把握し、施設の利用度のほか、本来業務に支障のない範囲での有効利用性の多

寡、効果的な処分、経済合理性といった観点に沿って、保有資産の保有の必要性について、継続的に自主的な見

直しを行う。 

 

 

第６ その他の業務運営に関する重要事項 

通則法第35条の4第2項第5号のその他業務運営に関する重要事項は、次のとおりとする。 

 

第６ その他の業務運営に関する重要事項  

通則法第35条の4第2項第5号のその他業務運営に関する重要事項は、次のとおりとする。  

 

 

１．内部統制の推進  

（１）内部統制に係る体制の整備  

理事長のリーダーシップの下、幹部クラスで構成する会議をはじめ階層的な所内会議を定期的に開催し、中長

期的視点を含めた組織運営のあり方や課題への対応方策について検討するとともに、研究所のミッションの浸

透、モチベーション・使命感の向上を図る。  

「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備について」（平成26年11月28日総管査第322号。

総務省行政管理局長通知）に基づき、業務方法書に記載した事項の運用を確実に行うとともに、業務の効率化と

の両立に配慮しつつ、内部統制委員会を中心に、モニタリング体制等内部統制システムの整備・運用を推進す

る。また、統制環境の有効性、効率性を定期的に確認し、その結果を踏まえ、内部統制制度の強化を図る。さら

に、全職員を対象に内部統制に関する研修を実施する等、職員の教育及び意識向上を積極的に進める。 

 

１．内部統制の推進  

（１）内部統制に係る体制の整備  

理事長のリーダーシップの下、幹部クラスで構成する会議をはじめ階層的な所内会議を定期的に開催し、中長

期的視点を含めた組織運営のあり方や課題への対応方策について検討するとともに、研究所のミッションの浸

透、モチベーション・使命感の向上を図る。  

「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備について」（平成26年11月28日総管査第322号。

総務省行政管理局長通知）に基づき、業務方法書に記載した事項の運用を確実に行うとともに、業務の効率化と

の両立に配慮しつつ、内部統制委員会を中心に、モニタリング体制等内部統制システムの整備・運用を推進す

る。また、統制環境の有効性、効率性を定期的に確認し、その結果を踏まえ、内部統制制度の強化を図る。さら

に、全職員を対象に内部統制に関する研修を実施する等、職員の教育及び意識向上を積極的に進める。 

 

 

（２）コンプライアンスの推進  

我が国における環境研究の中核的機関として、社会から高い信頼性を得てその使命を果たすべく、コンプライ

アンスの徹底を図る。このため、所内にコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの実践の推進や取

組状況のフォローアップを着実に行い、業務全般の一層の適正な執行を確保する。  

研究不正・研究費不正使用については、管理責任の明確化、教育研修等事前に防止する取組を推進するととも

に、万一不正行為が認定された場合は厳正な対応を図る。これらに加えて、安全保障貿易管理に関する取り組み

を行う。  

（２）コンプライアンスの推進  

我が国における環境研究の中核的機関として、社会から高い信頼性を得てその使命を果たすべく、コンプライ

アンスの徹底を図る。このため、所内にコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの実践の推進や取

組状況のフォローアップを着実に行い、業務全般の一層の適正な執行を確保する。  

研究不正・研究費不正使用については、管理責任の明確化、教育研修等事前に防止する取組を推進するととも

に、万一不正行為が認定された場合は厳正な対応を図る。これらに加えて、安全保障貿易管理に関する取り組み

を行う。 

 

 

 

 

 

←㊺内容を精査した結果、当該文は削除 
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第 6期中長期目標 骨子案 第 6期中長期目標 案 備考 

 

（３）研究セキュリティ・研究インテグリティの確保  

研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対応するため、機微技術・情報の流出防止措置など研究

セキュリティ・研究インテグリティの確保に引き続き取り組むこととし、「国立研究開発法人の機能強化に向け

た取組について」（令和6年3月29日関係府省申合せ）等の政策方針も踏まえ、関連部署が連携してその体制の一

層の整備と運用強化を図る。 

 

（３）研究セキュリティ・研究インテグリティの確保  

研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対応するため、機微技術・情報の流出防止措置など研究

セキュリティ・研究インテグリティの確保に引き続き取り組むこととし、「国立研究開発法人の機能強化に向け

た取組について」（令和6年3月29日関係府省申合せ）等の政策方針も踏まえ、関連部署が連携してその体制の一

層の整備と運用強化を図る。 

 

 

（４）情報セキュリティ対策等の推進【P】 （４）情報セキュリティ対策等の推進  

① 情報セキュリティ対策の推進  

「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」（令和3年7月7日内閣サイバーセキュリティ

センター（NISC）サイバーセキュリティ戦略本部決定）等を踏まえ、情報セキュリティポリシーや基準を適宜見

直し、これに基づく適切な情報セキュリティ対策強化を講じるとともに、教育や遵守に向けた活動を包括的に対

応する組織運営を実施する。さらに、研究セキュリティも考慮しつつ最新の技術に対応しながら、情報セキュリ

ティに関する組織的対応能力の維持・向上に取り組む。また、これらの実施状況を踏まえたPDCAサイクルによ

る改善を図る。  

 

① 情報セキュリティ対策の推進  

「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」（令和3年7月7日内閣サイバーセキュリティ

センター（NISC）サイバーセキュリティ戦略本部決定）等を踏まえ、情報セキュリティポリシーや基準を適宜見

直し、これに基づく適切な情報セキュリティ対策強化を講じるとともに、教育や遵守に向けた活動を包括的に対

応する組織運営を実施する。さらに、研究セキュリティも考慮しつつ最新の技術に対応しながら、情報セキュリ

ティに関する組織的対応能力の維持・向上に取り組む。また、これらの実施状況を踏まえたPDCAサイクルによ

る改善を図る。  

 

 

② 個人情報等の管理体制の整備  

個人番号及び特定個人情報を含む保有個人情報等については、関係規程等に基づき、関係職員の指定や組織体

制の整備、個人情報保護研修や管理状況の点検の実施などを行うことにより、安全で適切な管理を確保する。 

 

② 個人情報等の管理体制の整備  

個人番号及び特定個人情報を含む保有個人情報等については、関係規程等に基づき、関係職員の指定や組織体

制の整備、個人情報保護研修や管理状況の点検の実施などを行うことにより、安全で適切な管理を確保する。 

 

 

（５）PDCAサイクルの徹底  

業務の実施に当たっては、組織横断的な研究活動を含め、年度計画に基づき各階層における進行管理や評価、

フォローアップ等を適切に実施し、PDCAサイクルを徹底するものとする。研究業務については、妥当性を精査

しつつ毎年度研究計画を作成するとともに、外部の専門家・有識者を活用する等して適切な評価体制を構築し、

評価結果をその後の研究計画にフィードバックする。  

 

（５）PDCAサイクルの徹底  

業務の実施に当たっては、組織横断的な研究活動を含め、年度計画に基づき各階層における進行管理や評価、

フォローアップ等を適切に実施し、PDCAサイクルを徹底するものとする。研究業務については、妥当性を精査

しつつ毎年度研究計画を作成するとともに、外部の専門家・有識者を活用する等して適切な評価体制を構築し、

評価結果をその後の研究計画にフィードバックする。  

 

 

（６）リスク対応のための取組の推進  

業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして、識別、分析及び評価し、リスク管理委員会での議論等を踏

まえリスクの発生の防止、発生の可能性の低減、発生した場合の被害の最小化、早期復旧及び再発防止等に関す

る取組を推進する。  

 

（６）リスク対応のための取組の推進  

業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして、識別、分析及び評価し、リスク管理委員会での議論等を踏

まえリスクの発生の防止、発生の可能性の低減、発生した場合の被害の最小化、早期復旧及び再発防止等に関す

る取組を推進する。 

 

２．人事の最適化 ２．人事の最適化  

（１）優れた人材の確保  

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条等を踏まえ、クロスアポイントメント制度や年俸

制を積極的に活用し、国立研究開発法人及び大学等との連携強化や優れた人材の確保等に努め、研究の活性化を

促進する。事務系職員についても、適正な組織運営及び研究成果の最大化に貢献するべく、経験者採用も含めた

積極的な職員採用等を進め、優れた人材の確保に努める。 

 

（１）優れた人材の確保  

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条等を踏まえ、クロスアポイントメント制度や年俸

制を積極的に活用し、国立研究開発法人及び大学等との連携強化や優れた人材の確保等に努め、研究の活性化を

促進する。事務系職員についても、適正な組織運営及び研究成果の最大化に貢献するべく、経験者採用も含めた

積極的な職員採用等を進め、優れた人材の確保に努める。 
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（２）若手研究者等の能力の活用 

若手研究者、女性研究者、外国人研究者及び障害をもつ研究者の能力活用のための取組を一層推進するため、

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条に基づく「人材活用等に関する方針」（平成23年2

月3日国環研決定）等に基づいて取組を進める。  

また、人的資源の最適配置を行うほか、優れた研究者の登用、既存の人材の活性化・有効活用により人事管理

を行い、人材の効率的活用を図る。  

さらに各研究部門において、専門的、技術的能力を維持・承継できる体制を保持する。 

（２）若手研究者等の能力の活用  

若手研究者、女性研究者、外国人研究者及び障害をもつ研究者の能力活用のための取組を一層推進するため、

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条に基づく「人材活用等に関する方針」（平成23年2

月3日国環研決定）等に基づいて取組を進める。  

また、人的資源の最適配置を行うほか、優れた研究者の登用、既存の人材の活性化・有効活用により人事管理

を行い、人材の効率的活用を図る。  

さらに各研究部門において、専門的、技術的能力を維持・承継できる体制を保持する。  

 

 

（３）管理部門の能力向上  

主体性、協調性及び専門性を備えた人材を育成するために、実効的な研修計画を立案・実施し、能力及び士気

の向上を図る。  

また、個人の資質、能力及び適性を考慮した配置を行い、関係機関との人事交流等も含め多様な業務経験を通

じて国環研の研究・業務活動を支援・推進するとともに、組織の適正な運営に努める。  

加えて、管理部門のうち特に研究支援を担当する部門において、豊富な知識、技術、経験等を持つシニア職員が

その能力を存分に発揮して活躍できる制度を運用する。 

（３）管理部門の能力向上  

主体性、協調性及び専門性を備えた人材を育成するために、実効的な研修計画を立案・実施し、能力及び士気

の向上を図る。  

また、個人の資質、能力及び適性を考慮した配置を行い、関係機関との人事交流等も含め多様な業務経験を通

じて国環研の研究・業務活動を支援・推進するとともに、組織の適正な運営に努める。  

加えて、管理部門のうち特に研究支援を担当する部門において、豊富な知識、技術、経験等を持つシニア職員

がその能力を存分に発揮して活躍できる制度を運用する。  

 

 

（４）適切な職務業績評価の実施  

職務業績評価については、本人の職務能力の向上や発揮に資するよう、また、国環研の的確な業務遂行に資す

るよう適宜評価方法の見直しを行う。  

また、必ずしも学術論文の形になりにくい事業、環境政策対応等の研究活動の実績を適切に評価する。 

（４）適切な職務業績評価の実施  

職務業績評価については、本人の職務能力の向上や発揮に資するよう、また、国環研の的確な業務遂行に資す

るよう適宜評価方法の見直しを行う。  

また、必ずしも学術論文の形になりにくい事業、環境政策対応等の研究活動の実績を適切に評価する。  

 

 

３．施設・設備の整備及び管理運用 

 

良好な研究環境を維持・向上するため、施設及び設備の老朽化対策をはじめ、業務の実施に必要な施設及び設

備の計画的な整備・改修・保守管理に努める。  

また、研究体制の規模や研究内容に見合った研究施設のスペースの再配分を進めるほか、老朽化が顕著である

研究本館等を集約する「新研究本館（新居室棟）」の工事等も含め効率的・効果的な運営を図るという理念を元

に、外部施設の利用可能性も考慮しつつ、より具体的な整備計画を立て、研究施設の効率的な利用の一層の推進

を図る。 

３．施設・設備の整備及び管理運用  

 

良好な研究環境を維持・向上するため、施設及び設備の老朽化対策をはじめ、業務の実施に必要な施設及び設

備のについて、環境への配慮の取組も進めつつ、計画的な整備・改修・保守管理に努める。  

また、研究体制の規模や研究内容に見合った研究施設のスペースの再配分を進めるほか、老朽化が顕著である

研究本館等を集約する「新研究本館（新居室棟）」の工事等も含め効率的・効果的な運営を図るという理念を元

に、外部施設の利用可能性も考慮しつつ、より具体的な整備計画を立て、研究施設の効率的な利用の一層の推進

を図る。 

 

 

 

 

←㊼表現の適正化 

４．安全衛生管理の充実 

 

勤務する者の安全と心身の健康の保持増進を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、以下

の取組を行う。 

４．安全衛生管理の充実  

 

勤務する者の安全と心身の健康の保持増進を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、以下

の取組を行う。  

 

 

（１）職員の健康保持増進  

定期健康診断の他特殊な業務に応じた各種健康診断を確実に実施するとともに、保健指導、カウンセリングを

随時行う。また、メンタルヘルスセミナーやストレスチェックの実施等メンタルヘルス対策等を推進し、職員の

（１）職員の健康保持増進  

定期健康診断の他特殊な業務に応じた各種健康診断を確実に実施するとともに、保健指導、カウンセリングを

随時行う。また、メンタルヘルスセミナーやストレスチェックの実施等メンタルヘルス対策等を推進し、職員の
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第 6期中長期目標 骨子案 第 6期中長期目標 案 備考 

健康を確保する。 健康を確保する。  

 

（２）危機管理体制の充実  

人為的な事故を未然に防止し、災害等が発生した場合にも継続的に研究業務等に取り組むことができるよう、

放射線や有機溶剤等に係る作業環境測定や化学物質リスクアセスメント制度等職場における危険防止・健康障害

防止措置の徹底、救急救命講習会や労働安全衛生セミナーの開催、地震・火災総合訓練等各種安全・衛生教育訓

練の推進等危機管理体制の一層の充実を図る。 

（２）危機管理体制の充実  

人為的な事故を未然に防止し、災害等が発生した場合にも継続的に研究業務等に取り組むことができるよう、

放射線や有機溶剤等に係る作業環境測定や化学物質リスクアセスメント制度等職場における危険防止・健康障害

防止措置の徹底、救急救命講習会や労働安全衛生セミナーの開催、地震・火災総合訓練等各種安全・衛生教育訓

練の推進等危機管理体制の一層の充実を図る。  

 

 

５．業務における環境配慮等 

 

我が国における環境研究の中核的機関として、省エネルギー、省資源、廃棄物の削減及び適正処理、化学物質

の適正管理に努める等自主的な環境管理に積極的に取り組み、自らの業務における環境配慮についてより一層の

徹底を図る。  

また、業務における環境配慮の成果を毎年度取りまとめ、環境報告書として公表するとともに、国民の環境配慮

の取組を増進させるために、国環研の業務における環境配慮の取組・成果についての積極的な発信に努める。 

５．業務における環境配慮等  

 

我が国における環境研究の中核的機関として、省エネルギー、省資源、廃棄物の削減及び適正処理、化学物質

の適正管理に努める等自主的な環境管理に積極的に取り組み、自らの業務における環境配慮についてより一層の

徹底を図る。  

また、業務における環境配慮の成果を毎年度取りまとめ、環境報告書として公表するとともに、国民の環境配

慮の取組を増進させるために、国環研の業務における環境配慮の取組・成果についての積極的な発信に努める。  

 

 

別添１：国立研究開発法人国立環境研究所に係る政策体系図 別添１：国立研究開発法人国立環境研究所に係る政策体系図  

別添２：国立研究開発法人国立環境研究所に係る評価軸及び評価指標等【P】 別添２：国立研究開発法人国立環境研究所に係る評価軸及び評価指標等  
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国立環境研究所 第 6期中長期目標（案）別添２ 

第 5期中長期目標 第 6期中長期目標（案） 備考 

国立研究開発法人国立環境研究所に係る評価軸及び評価指標等 

 評価軸 指標 

第３ 研究開発の成

果 の 最 大 化 そ

の 他 の 業 務 の

質 の 向 上 に 関

す る 事 項 

１．環境研究に関す

る業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

○課題に対して十分な取り組みが行 

われ、成果が得られているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）重点的に取り

組 む べ き 課

題 へ の 統 合

的 な 研 究 の 

推進 

 

【評価指標】 

・具体的な研究開発成果 

・課題に対する取組の進捗・貢献状況 

・外部研究評価委員会からの主要意見 

・外部研究評価における評点 等 

戦 略 的 研 究 プ

ロ グラム 

 

（２）環境研究の各分

野 に お け る 科

学 的 知 見 の 創

出 等 の 環 境 研

究 の 各 分 野 に

お け る 推進 

(ア)先見的・先端的な 

 基礎研究 

 

 

 

(イ)政策対応研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○環境問題の解明・解決に資する科学 

的、学術的な貢献が大きいか 

 

 

 

○環境政策への貢献、またはその源 

泉となる成果が得られているか 

○事業的取組は計画に沿って主導的 

に実施されているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価指標】 

・具体的な研究開発成果 

・外部研究評価委員会からの主要意見 

・外部研究評価における評点 等 

 

【評価指標】 

・環境政策への貢献状況 

・事業的取組の実施状況 

・外部研究評価委員会からの主要意見 

・外部研究評価における評点 等 

 

 

国立研究開発法人国立環境研究所に係る評価軸及び評価指標等 

 評価軸 指標 

第３ 研究開発の成

果 の 最 大 化 そ

の 他 の 業 務 の

質 の 向 上 に 関

す る 事 項 

１．環境研究に関す

る業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

○課題に対して十分な取り組みが行 

われ、成果が得られているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）重点的に取り

組 む べ き 課

題 へ の 統 合

的 な 研 究 の 

推進 

 

【評価指標】 

・具体的な研究開発成果 

・課題に対する取組の進捗・貢献状況 

・外部研究評価委員会からの主要意見 

・外部研究評価における評点 等 

統 合 型 研 究 プ

ロ グラム 

 

（２）環境研究の各分

野 そ れ ぞ れ を

中 核 と し た 研

究 ・ 技 術 開 発

の 戦 略 的 推 進  

 

ア．各分野における研 

 究・技術開発の戦略 

 的推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○環境問題の解明・解決に資する科学 

的、学術的な貢献が大きいか 

 

 

 

○環境政策への貢献、またはその源 

泉となる成果が得られているか 

○事業的取組は計画に沿って主導的 

に実施されているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価指標】 

・具体的な研究開発成果 

・外部研究評価委員会からの主要意見 

・外部研究評価における評点 等 

 

【評価指標】 

・環境政策への貢献状況 

・事業的取組の実施状況 

・外部研究評価委員会からの主要意見 

・外部研究評価における評点 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 【変更の趣旨】 

・研究成果の貢献については別掲されていることから、「取 

組の進捗・貢献状況」から貢献を削除 

 

 

 

➡ 第６期中長期目標本文案に即した表現に修文 

 

 

➡ 第６期中長期目標本文案に即した表現に修文 

 

 

 

 

 

➡ 第６期中長期目標本文案に即した表現に修文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 
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第 5期中長期目標 第 6期中長期目標（案） 備考 

(ウ)知的研究基盤の 

整備 

 

○知的基盤整備における実施事項は 

十分な独自性を有し、高い水準で 

実施されたといえるか 

○事業的取組は計画に沿って主導的 

に実施されているか 

 

【評価指標】 

・事業的取組の実施状況 

・外部研究評価委員会からの主要意見 

・外部研究評価における評点 

・実施内容の学術的水準・規模 

・実施内容の希少性 等 

 

（３）国の計画に基づ

き 中 長 期 目 標

期 間 を 超 え て

実 施 す る 事 業

の 着 実な推進 

○計画に沿って主導的に実施されて 

いるか 

【評価指標】 

・実施の状況 

・外部研究評価委員会からの主要意見 

・外部研究評価における評点 等 

 

【モニタリング指標】 

・プロダクト配布システム登録ユー 

ザー数 

・プロダクト等の配布件数 

・追跡率（現参加者／出生数） 等 

 

（４）国内外機関との

連 携 及 び 政 策

貢 献 を 含 む 社

会 実装の推進 

○中核的研究機関としての役割を発 

揮しているか 

○様々な主体との連携・協働は適切 

に実施されているか 

○環境政策への貢献、成果の外部機 

関への提供、知的財産の精選・活 

用など、研究成果の活用促進等に 

適切に取り組んでいるか 

【評価指標】 

 

・大学、企業、他研究機関との共同 

研究の実施状況 

・外部機関との共著率（国内・国際） 

・国際機関等の活動への参加・協力 

・学術的な会議の主催・共催の状況（国内 

・国外） 

・学会等における活動状況（国内・ 

国際） 

・国内外機関と人材・施設・情報・ 

データ・知見等の連携状況 

・キャパシティビルディングの場の 

提供状況 

・成果の集積、情報基盤の構築状況 

・環境政策への主な貢献事例の状況 

・データベース・保存試料等の提供 

状況 

・特許取得を含む知的財産の活用等の 

取組状況 等 

イ．知的研究基盤の 

整備に関する取組 

 

 

 

 

 

○知的基盤整備における実施事項は 

十分な独自性を有し、高い水準で 

実施されたといえるか 

○事業的取組は計画に沿って主導的 

に実施されているか 

 

【評価指標】 

・事業的取組の実施状況 

・実施内容の学術的水準・規模 

・実施内容の希少性 

・外部研究評価委員会からの主要意見 

・外部研究評価における評点 等 

 

（３）国の計画に基づ

き 中 長 期 目 標

期 間 を 超 え て

実 施 す る 大 型

事 業 の 着 実な推

進 

○計画に沿って主導的に実施されて 

いるか 

【評価指標】 

・実施の状況 

・外部研究評価委員会からの主要意見 

・外部研究評価における評点 等 

 

【モニタリング指標】 

・プロダクト配布システム登録ユー 

ザー数 

・プロダクト等の配布件数 

・追跡率（現参加者／出生数） 等 

 

（４）国内外機関との

連 携 の 強 化 及

び 政 策 貢 献 を

含 む 社 会 実装の

推進 

○中核的研究機関としての役割を発 

揮しているか 

○様々な主体との連携・協働は適切 

に実施されているか 

○環境政策への貢献、成果の外部機 

関への提供、知的財産の精選・活 

用など、研究成果の活用促進等に 

適切に取り組んでいるか 

【評価指標】 

・誌上発表、口頭発表の状況 

・大学、企業、他研究機関との共同 

研究の実施状況 

・職務発明の認定件数、知的財産の保 

有状況、特許等の実施状況 

 

 

 

 

・国内外機関と人材・施設・情報・ 

データ・知見等の連携状況 

 

 

・成果の集積、情報基盤の構築状況 

・外部機関との共著率（国内・国際） 

・国際機関等の活動への参加・協力 

・学術的な会議や学会等での活動・貢 

献状況 

・環境政策をはじめとした政策貢献 

➡ 第６期中長期目標本文案に即した表現に修文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 第６期中長期目標本文案に即した表現に修文 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 【変更の趣旨】 

・項目数が多かったため、主要な項目に整理 
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第 5期中長期目標 第 6期中長期目標（案） 備考 

 

 

【モニタリング指標】 

・(一人あたり)誌上・口頭発表件数 

・・共同研究契約数 

・共同研究の機関数 

・協力協定数（国内・国際） 

・地方環境研究所等との共同研究数 

・大学との交流協定数 

・大学の非常勤講師等委嘱数 

・客員研究員等の受入数 

・二国間協定等の枠組みの下での共 

同研究数 

・海外からの研究者・研修生の受入数 

・招待講演数 

・一般向け講演・ワークショップ等 

の数 

・誌上・口頭発表に対する受賞数 

・研究業績に対する受賞数 

・環境政策や総合的な地域政策につ 

いての国内外のガイドライン・指針 

・要領策定等や地方自治体に  

よる条 例・計画・指針・手法策定 

等への研究成果の貢献状況 

・各種審議会等の委員数 

・環境標準物質等の外部研究機関等 

への提供件数 

・職務発明の認定件数 

・知的財産の保有状況 

・成果の活用状況 等 

 

２． 環境情報の収集

、整理及び提供等に

関する業務 

① 環 境 情 報 の 収 集 

、整理及び提供 

 

 

 

 

 

○環境の状況等に関する情報や環境 

研究・技術等に関する情報は、適 

切に収集、整理され、わかりやす 

く提供されているか 

 

 

 

【評価指標】 

・地理情報システム（GIS）等を活用す 

るなどした、わかりやすい方法での 

提供状況 

の状況 等 

 

【モニタリング指標】 

・誌上・口頭発表件数 

・・共同研究契約・機関数 

 

 

・地方環境研究所等との共同研究数 

・協定協力数・大学との交流協定数 

・大学の非常勤講師等委嘱数 

・客員研究員等の受入数 

 

 

・外部からの研究者・研修生の受入数 

・一般向け講演・ワークショップ等 

の数 

・招待講演数 

・誌上・口頭発表・研究業績等に対す 

る受賞数 

 

 

 

 

 

・各種審議会等の委員数 等 

 

 

 

 

 

 

２． 環境情報の収集

、整理及び提供等に

関する業務 

(１)環境情報の収集 

、整理及び提供 

 

 

 

 

 

○環境の状況等に関する情報や環境 

研究・技術等に関する情報は、適 

切に収集、整理され、わかりやす 

く提供されているか 

 

 

 

【評価指標】 

・地理情報システム（GIS）等を活用す 

るなどした、わかりやすい方法での 

提供状況 

 

 

➡ 【変更の趣旨】 

・項目数が多かったため、主要な項目に整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 【変更の趣旨】 

・多様な情報発信・提供の取組を含みうるよう、幅広な表 

現に変更 
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第 5期中長期目標 第 6期中長期目標（案） 備考 

 

 

 

② 研 究 成 果 の 普 及 

 

 

 

○研究成果を適切に発信しているか 

○公開シンポジウム、見学受入れ、 

講師派遣等に適切に取り組んでい 

るか 

・新たに収集した、整理及び提供を行 

った情報源情報 等 

 

 

 

・情報発信の取組状況 

・イベント等への取組状況（オンライ 

ンを含む） 等  

 

【モニタリング指標】 

 

 

 

 

 

・プレスリリース件数 

・HP のアクセス数 

・HP から新たに提供したコンテンツの 

件数 

・マスメディア等への当研究所関連 

の掲載・放映数 

・研究所の施設公開など主催イベン 

トの開催状況・参加者数 

・公式 SNS アカウントの登録者数 

・その他イベントへの参画状況・参 

画件数 

・講師派遣等の状況 

・研究所視察・見学受け入れ数 等 

 

３．気候変動適応に関

する業務 

 

 

 

○気候変動適応法及び気候変動適応 

計画に基づく気候変動適応に関す 

る施策の総合的かつ計画的な推進 

に貢献しているか。 

〇地方自治体等への適応に関する技 

術的援助が適切になされているか 

 

 

 

【評価指標】 

・地方公共団体による気候変動適応 

計画の策定及び推進や地域気候変 

動適応センター等に対する技術的 

援助の状況・収集、整理及び分析し 

た気候変動適応情報の分かりやす 

 

 

 

(２ )広 報 ・ ア ウ ト

リ ー チ 活 動  

 

 

 

 

○研究成果を適切に発信しているか 

○公開シンポジウム、見学受入れ、 

講師派遣等に適切に取り組んでい 

るか 

・環境に関する情報発信・提供に関す 

る状況 等 

 

【評価指標】 

・情報発信の取組状況 

・イベント等への取組状況（オンライ 

ンを含む） 等  

 

【モニタリング指標】 

・環境に関する情報発信数（記事の公 

開、データセットの公開、メルマガ 

の発信数を含む） 

・機関リポジトリからの公開コンテン 

ツ数 

・研究データのDOI付与数 

・プレスリリース件数 

 

・HP からの公開コンテンツの数・SNS 

投稿数 

・メディア露出数 

 

・研究所の施設公開など主催イベン 

トの開催状況・参加者数 

・公式 SNS アカウントの登録者数 

 

 

・講師派遣等の状況 

・研究所視察・見学受け入れ数 等 

 

３．気候変動適応に関

する業務 

 

(１)気候変動適応推

進に関する技術

的援助 

 

 

 

 

 

 

○適応に関する情報基盤として適切 

に関連情報の収集・整理・提供がな 

されているか、また地方公共団体等 

への技術的援助が適切になされて 

いるか 

 

 

 

 

【評価指標】 

・地方公共団体による気候変動適応 

策に対する技術的援助等の状況 

・気候変動適応情報の分かりやすい 

方法での提供状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 【変更の趣旨】 

・多様な情報発信・提供の取組を含みうるよう、幅広な表 

現に変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 【変更の趣旨】 

・適応施策・研究が一定程度進展した状況を踏まえ、適切な 

評価軸・指標となるよう見直し 
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第 5期中長期目標 第 6期中長期目標（案） 備考 

。 

〇適応に関する情報基盤として科学 

的情報についてニーズを踏ま  

えた収 集・整理・分析・提供がさ 

れているか 

い方法での提供状況 

・国民の気候適応変動に関する理解 

の増進の状況 

・アジア太平洋気候変動適応情報プラ 

ットフォーム(AP-PLAT)等の構築 

状況 

・具体的な研究開発成果 

・外部研究評価委員会からの主要意見 

・外部研究評価の評点 

・地域気候変動適応センターや地域に 

おけるその他の研究機関との共同研 

究や、研修等の人材育成に関する取 

組の状況 等 

 

【モニタリング指標】 

・地方公共団体や地域気候変動適応セ 

ンターへの技術的援助（研修等の開 

催、講師派遣、各種審議会等への委 

員としての参画、質問に対する情報・教材 

等の提供、計画等への助言、共同研 

究の実施等）の件数 

・提供される科学的情報に対するニ 

ーズを踏まえた満足度 

・主催したイベント、講師派遣した 

講演会等の参加人数 

・新たに収集・整理し、気候変動適応 

情報プラットフォーム等に掲載し 

た情報の発信件数（Web 更新回数 

、 SNS 発信数等） 

・気候変動適応情報プラットフォー 

ム等へのアクセス数 

 

・誌上・口頭発表件数、研究データの 

報告件数 等 

 

第４ 業務運営の効 

率 化 に 関 す る

事 項 

 

 

 

 

 

 

(２)気候変動適応に

関する調査研究・

技術開発業務 

〇適応に関する研究開発が適切にな 

されているか 

 

 

 

 

 

 

 

・研究開発の実施状況 

・外部研究評価委員会からの主要意見 

・外部研究評価の評点 等 

 

 

 

 

 

【モニタリング指標】 

・地方公共団体や地域気候変動適応セ 

ンターへの技術的援助（研修等の開 

催、講師派遣、各種審議会等への委 

員としての参画、質問に対する情報・教材 

等の提供、計画等への助言、共同研 

究の実施等）の件数 

 

 

・主催したイベント、講師派遣した 

講演会等の参加人数 

・新たに収集・整理し、気候変動適応 

情報プラットフォーム等に掲載し 

た情報の発信件数 （A-PLAT、AP- 

PLAT、SNS発信数等） 

・気候変動適応情報プラットフォー 

ム（A-PLAT、AP-PLAT等）への 

アクセス数 

・誌上・口頭発表件数、研究データの 

報告件数 等 

 

第４ 業務運営の効 

率 化 に 関 す る

事 項 
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第 5期中長期目標 第 6期中長期目標（案） 備考 

１．業務改善の取組に

関する事項 

（１）経費の合理化

・効率化 

 

（２）人件費管理の

適正化 

 

 

（３）調達等の合理化 

 

 

 

 

○経費節減に適切に取り組んでいる 

か 

 

○給与水準の適正化等は適切に実施 

されているか 

 

 

○調達等の合理化は適切に実施され 

ているか 

 

 

・業務経費及び一般管理費の削減状況 

等 

 

・給与水準の適正化のための取組状況 

・国家公務員と比べた給与水準の状況 

（ラスパイレス指数） 等 

 

・内部監査・契約監視委員会等の点検・ 

見直しの状況 

・関連公益法人等との契約状況（件数・金 

額）等 

 

２．業務の電子化に関

する事項 

○PMO の設置及び支援は適切に実施 

されているか 

 

○デジタル技術等を活用した各種業務 

（研究業務除く）の効率化は適切に 

実施されているか 

 

 

 

○デジタル技術等を活用した研究業 

務の効率化は適切に実施されてい 

るか 

 

○WEB 会議システム等の導入により 

業務の効率化は図れたか 

 

・PMO の設置状況 

・PMO による支援実績 

 

・イントラネット等、所内ネットワ 

ークシステムの管理・運用状況 

・人事・給与システム、会計システム 

等の業務システムの管理・運用状況 

等 

 

・研究関連データベースの運用状況 

・電子ジャーナルシステムの利用促進 

状況等  

 

・電子決裁の導入・管理・運用状況 

・WEB 会議システムの導入・運用状況 

等 

 

第５ 財務内容の改

善に関する事項 

（１）バランスの取れ

た収入の確保 

 

 

 

 

 

○自己収入は質も考慮した適切なバ 

ランスで確保されているか 

 

 

 

 

 

・競争的外部資金、受託収入の獲得 

状況  等  

・自己収入全体の獲得額、競争的外部 

資金等の獲得額及び受託収入の獲得 

額（外的要因による変動を考慮した 

１．業務改善の取組に

関する事項 

（１）経費の合理化

・効率化 

 

（２）人件費管理の

適正化 

 

 

（３）調達等の合理化 

 

 

 

 

○経費節減に適切に取り組んでいる 

か 

 

○給与水準の適正化等は適切に実施 

されているか 

 

 

○調達等の合理化は適切に実施され 

ているか 

 

 

・業務経費及び一般管理費の削減状況 

等 

 

・給与水準の適正化のための取組状況 

・国家公務員と比べた給与水準の状況 

（ラスパイレス指数） 等 

 

・内部監査・契約監視委員会等の点検・ 

見直しの状況 

・関連公益法人等との契約状況（件数・金 

額  等 

 

２．業務のデジタルト

ランスフォーメー

ション（DX）に関

する事項 

○情報技術等を活用した各種業務の 

効率化は適切に実施されているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各種情報システムの整備及び運用管 

理の状況 

・安全かつ適切なAIの利活用状況 等 

 

 

第５ 財務内容の改

善に関する事項 

（１）バランスの取れ

た収入の確保 

 

 

 

 

 

○自己収入は質も考慮した適切なバ 

ランスで確保されているか 

 

 

 

 

 

・競争的外部資金、受託収入の獲得 

状況  等  

・自己収入全体の獲得額、競争的外部 

資金等の獲得額及び受託収入の獲得 

額（外的要因による変動を考慮した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 【変更の趣旨】 

・評価軸・指標を見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 軽微な修正 
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第 5期中長期目標 第 6期中長期目標（案） 備考 

 

 

 

 

 

 

（２）保有財産の処分

等 

 

 

 

 

 

 

 

○保有資産について継続的に自主的 

な見直しを行っているか 

）の状況 

・競争的外部資金、受託収入の獲得額 

の所属研究者数に対する割合 

・競争的外部資金、受託収入の獲得件 

数の所属研究者数に対する割合 等 

 

・研究所における大型研究施設や高額 

な研究機器に係る現状把握及び見直 

し等の状況 等 

 

第６ その他の業務 

運 営 に 関 す る

重 要事項 

１．内部統制の推進 

（１）内部統制に係

る体制の整備 

 

 

 

 

 

（２）コンプライア

ンスの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○内部統制システムは適切に整備・運 

用されているか 

 

 

 

 

 

○コンプライアンスは確実に実施さ 

れているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・法人の長のトップマネジメントに 

よる法人の改善状況 

・内部統制委員会の設置等内部統制 

システムの整備・運用状況 

・内部統制に関する研修等の実施状況 

（受講率） 等 

 

・コンプライアンス委員会の取組状況 

・研究不正・研究費不正使用防止の 

ための取組状況（研修受講率）  

等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保有財産の処分

等 

 

 

 

 

 

 

 

○保有資産について継続的に自主的 

な見直しを行っているか 

）の状況 

・競争的外部資金、受託収入の獲得額 

の所属研究者数に対する割合 

・競争的外部資金、受託収入の獲得件 

数の所属研究者数に対する割合 等 

 

・研究所における大型研究施設や高額 

な研究機器に係る現状把握及び見直 

し等の状況 等 

 

第６ その他の業務 

運 営 に 関 す る

重 要事項 

１．内部統制の推進 

（１）内部統制に係

る体制の整備 

 

 

 

 

 

（２）コンプライア

ンスの推進 

 

 

 

（３）研究セキュリ

ティ・研究インテ

グリティの確保 

 

 

 

（４）情報セキュリ

ティ対策等の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

○内部統制システムは適切に整備・運 

用されているか 

 

 

 

 

 

○コンプライアンスは確実に実施さ 

れているか 

 

 

 

○研究セキュリティ・研究インテグリ 

ティの確保に係る取組は適切か 

 

 

 

 

○情報セキュリティ対策は適切に実 

施されているか 

 

 

 

〇個人番号及び特定個人情報を含む 

 

 

 

 

・法人の長のトップマネジメントに 

よる法人の改善状況 

・内部統制委員会の設置等内部統制 

システムの整備・運用状況 

・内部統制に関する研修等の実施状況 

（受講率） 等 

 

・コンプライアンス委員会の取組状況 

・研究不正・研究費不正使用防止の 

ための取組状況（研修受講率）  

等  

 

・利益相反マネジメント委員会の取組 

状況 

・研究セキュリティ・研究インテグリ 

ティの確保のための取組状況（研修 

受講率） 等 

 

・情報システム脆弱性診断及び情報セ 

キュリティ監査実施状況 

・情報セキュリティ研修、自己点検の 

実施状況 等 

 

・個人番号及び特定個人情報を含む保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 【変更の趣旨】 

・新規項立てに伴い追加 

 

 

 

 

➡ 第 5 期中長期目標 第６．３から移動 

 

 

 

 

➡ 第 5 期中長期目標 第６．３から移動 
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第 5期中長期目標 第 6期中長期目標（案） 備考 

 

 

 

（３）PDCA サイクル

の徹底 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）リスク対応の

為の体制整備 

 

 

 

 

○PDCA サイクルを徹底し、業務の進行 

管理を適切に実施している 

 

 

 

 

 

 

 

 

○業務実施の障害となる要因の把握 

と対応体制等の整備は適切に実施 

されているか 

 

 

 

 

・階層的な所内会議等を活用した進 

行管理や評価、フォローアップ等の 

実施状況 

・研究業務に対する研究責任者の研 

究内容の調整・進行管理の実施状 

況 

・研究評価や助言会合の実施状況 

・外部の専門家による研究評価・助 

言を受けた対応状況 等 

 

・リスク管理体制の整備・運用  

状況等 

２．人事の最適化 

（１）優れた人材の確

保 

 

 

 

 

 

 

 

（２）若手研究者等の

能力の活用 

 

 

 

 

 

 

（３）管理部門の能力

向上 

 

 

○クロスアポイントメント制度や年 

俸制の導入への取組が適切に実施 

されているか 

 

○研究実施部門における人材の採用・ 

活用は適切に実施されているか 

 

 

 

○所内人材の職場環境整備は適切に 

実施されているか 

 

 

 

○所内人材の研究能力開発は適切に 

実施されているか 

 

○管理部門における事務処理能力の 

向上等は適切に実施されているか 

 

 

・クロスアポイントメント制度  

の導入・運用状況 

・年俸制の導入・運用状況 等 

 

・研究系常勤職員の採用・活用状況 

・研究系契約職員の採用・活用状況 

・客員研究員等、外部の研究者の活 

用状況 等 

 

・外国人研究者に係る職場環境整備 

の状況 

・男女共同参画等に係る職場環境整 

備の状況  等  

 

・人材活用方針に基づく取組の実施 

状況  等  

 

・研修等の実施状況（受講率） 

・管理部門における高度技能専門員 

等の活用状況（人数） 等  

 

 

 

（５）PDCA サイクル

の徹底 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）リスク対応の

ための取組の推

進 

 

保有個人情報等を安全で適切に管 

理しているか 

 

○PDCA サイクルを徹底し、業務の進行 

管理を適切に実施しているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

○業務実施の障害となる要因の把握 

と対応体制等の整備は適切に実施 

されているか 

有個人情報等管理の取組状況 等 

 

 

・階層的な所内会議等を活用した進 

行管理や評価、フォローアップ等の 

実施状況 

・研究業務に対する研究責任者の研 

究内容の調整・進行管理の実施状 

況 

・研究評価や助言会合の実施状況 

・外部の専門家による研究評価・助 

言を受けた対応状況 等 

 

・リスク管理体制の整備・運用  

状況等 

２．人事の最適化 

（１）優れた人材の確

保 

 

 

 

 

 

 

 

（２）若手研究者等の

能力の活用 

 

 

 

 

 

 

（３）管理部門の能力

向上 

 

 

○クロスアポイントメント制度や年 

俸制の導入への取組が適切に実施 

されているか 

 

○研究活動に関する人材の採用・活用 

は適切に実施されているか 

 

 

 

○所内人材の職場環境整備は適切に 

実施されているか 

 

 

 

○所内人材の研究能力開発は適切に 

実施されているか 

 

○管理部門における事務処理能力の 

向上等は適切に実施されているか 

 

 

・クロスアポイントメント制度  

の導入・運用状況 

・年俸制の導入・運用状況 等 

 

・研究系常勤職員の採用・活用状況 

・研究系契約職員の採用・活用状況 

・客員研究員等、外部の研究者の活 

用状況 等 

 

・外国人研究者に係る職場環境整備 

の状況 

・男女共同参画等に係る職場環境整 

備の状況  等  

 

・人材活用方針に基づく取組の実施 

状況  等  

 

・研修等の実施状況（受講率） 

・管理部門における高度技能専門員 

等の活用状況（人数） 等  

 

 

 

➡ 軽微な修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 第 6 期中長期目標本文案に即した表現に修文 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 【変更の趣旨】 

・事務系職員も含みうるよう修文 
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第 5期中長期目標 第 6期中長期目標（案） 備考 

 

（４）適切な職務業績

評価の実施 

 

○職務業績評価等能力向上のための 

取組は適切に実施されているか 

 

・職務業績評価の実施状況 等 

 

 

３．情報セキュリテ

ィ対策等の推進 

（１）情報セキュリテ 

ィ対策の推進 

 

 

 

（２）個人情報等の管 

理体制の整備 

 

 

○情報セキュリティ対策は適切に実 

施されているのか 

 

 

 

○個人番号及び特定個人情報を含む 

保有個人情報等を安全で適切に管 

理しているか 

 

 

・情報システム脆弱性診断及び情報 

セキュリティ監査実施状況 

・情報セキュリティ研修、自己点検 

の実施状況 等 

 

・個人番号及び特定個人情報を含む 

保有個人情報等管理の取組状況  

等 

 

４．施設・設備の整

備及び管理運用 

○施設・設備の整備及び維持管理は 

適切に実施されているのか 

 

 

 

 

○研究施設の効率的な利用の推進等 

は適切に実施されているか 

・施設・設備の維持管理の状況 

・施設・設備に関する計画的な整備 

・改修・保守管理状況 

・中長期計画の施設・設備に関する 

計画とおりに進捗しているか 等 

 

・スペースの効率的な利用に向けた 

取組状況  等  

 

５．安全衛生管理の

充実 

 

 

 

○健康管理は適切に実施されている 

のか 

 

 

 

 

○作業環境は適切に確保されているか 

 

 

 

 

 

 

 

・カウンセリングの実施状況 

・保健指導の実施状況 

・健康診断の実施状況（受診率） 

・メンタルヘルス対策等の実施状  

況  等 

 

・労働安全衛生法に基づく作業環境 

測定の実施状況 

・作業環境における放射線量の測定状 

況  等  

 

 

（４）適切な職務業績

評価の実施 

 

○職務業績評価等能力向上のための 

取組は適切に実施されているか 

 

・職務業績評価の実施状況 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３．施設・設備の整

備及び管理運用 

○施設・設備の整備及び維持管理は 

適切に実施されているのか 

 

 

 

 

○研究施設の効率的な利用の推進等 

は適切に実施されているか 

・施設・設備の維持管理の状況 

・施設・設備に関する計画的な整備 

・改修・保守管理状況 等 

 

 

 

・スペースの効率的な利用に向けた 

取組状況  等  

 

４．安全衛生管理の

充実 

 

（１）職員の健康保

持増進 

 

 

 

 

（２）危機管理体制

の充実 

 

 

 

 

○健康管理は適切に実施されている 

のか 

 

 

 

 

○作業環境は適切に確保されているか 

 

 

 

 

 

 

 

・カウンセリングの実施状況 

・保健指導の実施状況 

・健康診断の実施状況（受診率） 

・メンタルヘルス対策等の実施状  

況  等 

 

・労働安全衛生法に基づく作業環境 

測定の実施状況 

・作業環境における放射線量の測定状 

況  等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 軽微な修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 軽微な修正 

 

 

➡ 第６期中長期目標本文案に即した表現に修文 

 

 

 

 

 

➡ 第６期中長期目標本文案に即した表現に修文 
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第 5期中長期目標 第 6期中長期目標（案） 備考 

○所内教育は適切に実施されている 

か 

・実験に伴う事故・災害の発生を予防 

する教育訓練等の実施状況（参加率） 

・労働安全衛生に関するセミナー等の 

実施状況 等 

 

６．業務における環

境配慮等 

○業務における環境配慮の徹底・環 

境負荷の低減は適切に実施されて 

いるか 

・環境配慮の徹底による環境負荷の低 

減等の状況（環境報告書の作成・公 

表、環境マネジメントシステムの運 

用状況、環境負荷の低減状況）  

等 

 
 

○所内教育は適切に実施されている 

か 

・実験に伴う事故・災害の発生を予防 

する教育訓練等の実施状況（参加率） 

・労働安全衛生に関するセミナー等の 

実施状況 等 

 

５．業務における環

境配慮等 

○業務における環境配慮の徹底・環 

境負荷の低減は適切に実施されて 

いるか 

・環境配慮の徹底による環境負荷の低 

減等の状況（環境報告書の作成・公 

表、環境マネジメントシステムの運 

用状況、環境負荷の低減状況）  

等 

 
 

 

 

 

 

 

➡ 軽微な修正 

 

 

➡ 「環境負荷の低減状況」が重複しているため削除 

 

 


